
都道府県労働局長 殿

基発 0325第 11号

平成 27年 3月 25日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

農作業従事者の特別加入に係る指定農業機械の範囲の拡大について

「労働者災害補償保険法施行規則第 46条の 18第 1号の規定に基づき厚生労働大

臣が定める機械の種類を定める件の一部を改正する件」（平成 27年厚生労働省告示

82号）が平成 27年 3月 23日に公布され、 4月 1sから適用されることとなった。

この改正の趣旨等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨及び内容

( 1 ）改正の趣旨

記

自営農業者については、特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者に係

る特別加入の制度を設けている。このうち指定農業機械作業従事者としては、

重度の傷害を起こす危険度が高いと認められる厚生労働大庄が定める種類の農

業機械（「労働者災害補償保険法施行規則第 46条の 18第 1号の規定に基づき

厚生労働大臣が定める機械の種類を定める件J（昭和 40年労働省告示第 46号。

以下「指定農機告示j という。）に規定。）を使用して行う土地の耕作若しく

は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業に従事する者に限定して特別加入を

11.Bめているところである。

今般、農薬の空中散布等の作業に用いる産業用無人ヘリコプター（以下「無

人ヘリコプター」という。）を使用する者を、特別加入の対象として認めるこ

ととした。

( 2 ）改正の内容

指定農機告示に「回転翼航空機であって構造上人が乗ることができないもの

（農薬、肥料、種子若しくは融雪期jの散布又は調査に用いるものに限る。） J 

を追加することとした。

( 3 ）留意事項

① 対象となる作業

今回追加する農業機械は、無人ヘリコプターのうち農薬の散布、肥料の散

布、種子の散布、融雪剤の散布、調査のいずれかに用いるものに限ったとこ



ろであるが、このうち「調査」とは、土壌の肥沃度・植物の生育状況の調査

や、無人ヘリコプターでの農薬散布等が安全に行えるかどうかを確認するた

めに行うテスト飛行が該当するものであること。

② 業務災害防止措置の作成及び提出

ア 指定農業機械作業従事者に係る特別加入団体

「回転翼航空機であって構造上人が乗ることができないもの（農薬、肥

料、種子若しくは融雪剤の散布又は調査に用いるものに限る。） Jを使用

する作業に従事する者（以下「無人ヘリコプターによる農薬散布等作業従

事者」という。）が構成員となる特別加入団体については、労働者災害補

償保険法施行規則（昭和 30年労働省令第 22号）第 46条の 23第 2項に基

づき特別加入者の団体である指定農業作業従事者の団体が定めることとさ

れている業務災害の防止に関する当該団体が講ずべき措置及び当該団体の

構成員が守るべき事項として、当該作業従事者が別添 1 「無人ヘリコプタ

一利用技術指導指針J（平成 3年 4月 22 日付け 3農蚕第 1974号農蚕思芸

局長通知）を遵守する旨の記載がなければならないこととすること。

したがって、既に特別加入団体として承認を受け亡いる団体が、無人ヘ

リコプターによる農薬散布等作業従事者を特別加入させる場合について

は、「特別加入に関する変更届」の提出に併せて、上記の業務災害防止措

置を記載した書類を提出させること。

イ 特定農作業従事者に係る特別加入団体

上記アの取扱いについては、特定農作業従事者に係る特別加入団体につ

いても同様であること。

③ 業務上外の認定

無人ヘリコプターによる農薬散布等作業従事者の業務上外の認定について

は、昭和 40年 12月 6日付け基発第 1591号「特別加入者に係る業務上外の

認定及び支給制限の取扱いについてj によること。

2 関係通達の改正

今般の告示改正等を踏まえ、昭和 40年 11月 1日付け墓発第 1454号「労働者

災害補償保険法の一部を改正する法律第 2条の規定の施行についてIを別添2の

とおり改正し、平成 26年 3月 26日付け基発 0326第 1号「労災保険特別加入関

係事務取扱手引についてJをjjlj添 3 「新旧対照表」の同通達の改正後の欄のとお

り改正する。

3 施行日

本通達は、平成 27年 4月1日から施行する。



無人へリコプター利用技術指導指針

［吋成 3年 4月

最終改王：平成26年 6月19日付け26消安第 1247号

第 1 趣旨

無人ヘリコプターによる空中散布等について、人畜、農作物、周辺環

境等に対する安全性を確保しつつ、その適正な実施に資するため、この

指針を定める。

第 2 定義

この指針において、各用語の定義は、次に定めるところによる。

1 無人ヘリコプター

人が乗って航空の用に供することができない遠隔誘導式小型回転

翼機のうち、昭和32年 8月 3日郵政省告示第708号（免許を要しな

い無線局の用途並びに篭波の形式及び周波数を定める件）に定める

産業の用に供するものに限られた電波の形式及び周波数を使用して

いるもの。

2 空中散布等

無人ヘリコプターを用いて行う空中からの農薬、肥料、種子等の

散布、調査等。

3 実施主体

空中散布等を実施する都道府県、市町村、農林業者の組織する団

体、防除業者等の組織する団体、農林業者及び紡除業者等。なお、

空中散布等の作業を他者に委託する場合にあっては、委託者を含む。

4 無人ヘリコプター協議会

無人ヘリコプターの適正利用による安全確保、機体の有効利用に

よるコスト低減等を推進するため、都道府県段階で整備される組織。

5 地区別協議会

無人ヘリコプターの適正利用による安全確保、機体の有効利用に

よるコスト低減等を推進するため、市町村又は空中散布等の実施区

域等を単位とした地区別に整備される組織。

6 オペレーター

無人ヘリコプターを操作する者。



第 3 無人ヘリコプター協議会、地区別協議会及び一般社団法人農林水産

航空協会の役割

1 無人ヘリコプター協議会は、空中散布等の適正な実施を推進すると

ともに、それにより生ずるおそれのある危害の防止のため、次に掲げ

る事項について実施するものとする。

無人ヘリコプター協議会は、協議会の事業が円滑に実施されるよう、

都道府県の指導を受けることが望ましい。

なお、地区別協議会が実施する事項は、無人ヘリコプター協議会が

実施する次に掲げる事項に準ずるものとする。

( 1 ）構成員には、農林水産業者等の関係団体、実施主体、地区別協議

会の関係者、都道府県及び市町村の農林水産関係部局、その他必要

な行政機関の関係者等を含め、体制の充実及び相互の連携強化を図

る。

( 2 ）実施主体や地区別協議会に対して空中散布等に関する技術的情報

を提供するとともに、実施主体から空中散布等の実施計画等を収集

し、安全を確保した適正な空中散布等の実施の推進に努める。

( 3 ）実施主体が行う空中散布等の実施区域の住民に対する事前周知を

補完するため、その実施区域に係る市町村その他必要な行政機関に

対して、 2で収集した空中散布等の情報の提供に努める。

2 一般社団法人農林水産航空協会の役割

一般社団法人農林水産航空協会（以下「協会J という。）が果たす

べき役割は、次のどおりとする。

( 1 ）オペレータ一等の空中散布等に関する技術の向上に資するため、

研修体制を整備し、必要な研修を実施するよう努めること。

( 2 ）機体等については、その性能を確保するため製造業者等の協力を

得て調査を行うものとし、改善が必要な場合には、当該製造業者等

に対する所要の指導及び協力に努めること。

( 3 ）オペレーター、機体、事業の実施状況等に関する情報の収集等に

よる実態把握、無人ヘリコプター協議会、地区別協議会、実施主体

等に対する情報の提供等により安全かつ効率的な利用の推進に努め

ること。

( 4 ）第 5の散布試験、調査等を実施するときは、無人ヘリコプターの

利用上の特性に十分配慮し、安全かつ効果的な技術の開発及び改善

に努めること。

第 4 空中散布等の実施に当たって遵守すべき事項



実施主体は、空中散布等の実施に際して、第 5から第 7までに掲げる

事項のほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。

1 空中散布等の実施計画の策定

( 1 ）実施計画の立案に当たっては、空中散布等の実施区域周辺を含む

地理的状況、農業地域における住宅地や転作田の混在等の作業環境

を十分に勘案し、実施区域及び実施除外区域並びに散布薬剤の種類

及び剤型について十分に検討を行うこと。なお、 3に掲げる危被害

防止対策を十分に行えないおそれがある場合には、実施計画を見直

すものとする。

( 2 ）空中散布等の実施計画の策定に当たっては、実施計画を無人ヘリ

コプター協議会（地区別協議会がある場合にあっては、無人ヘリコ

プター協議会及び地区別協議会）を経由して、農林水産省消費・安

全局植物防疫課に報告するとともに、関係指導機関の指導及び助言

を受けるものとする。

2 空中散布等の実施に関する事前周知

( 1 ）実施区域及び実施区域周辺にある学校、病院等の公共施設、居住

者等に対して、あらかじめ空中散布等の実施予定日時、区域、薬剤

の内容等について連絡するとともに、実施に際しての協力を得るよ

う努めること。特に、学校、通学路等の周辺で実施する場合には、

実施日及び実施時間について十分調整すること。

( 2 ）天候等の事情により空中散布等の実施に変更が生じる際には、変

更に係る事項について、周知徹底を図ること。

3 実施に当たっての危被害防止対策

空中散布等を実施する擦には、実施区域及びその周辺における危被

害防止に万全を期すとともに、オペレーター、合図マン（オペレータ

ーの作業を補助する者をいう。以下向じ。）及び作業者の安全に十分

留意するものとする。

特に、公衆衛生関係（家屋、学校、水道・水源等）、畜水産関係

（家畜、家きん、みつばち、蚕、魚介類その他の水産動植物等）、他

作物関係（散布対象以外の農作物等）及び野生動植物関係（天然記念

物等の貴重な野生動植物）に対して危被害を発生させるおそれがない

ように努めるとともに、次に掲げる事項を遵守するものとする。

( 1 ）架線等の危険箇所、実施除外区域、飛行経路並びにオベレーター

及び合図マンの経路を示した地図を作成し、当該地図に基づき散布

前に実地確認する等、実施区域及びその周辺の状況把握に努めると

ともに、必要に応じて危険笥所及び実施除外区域を示す標識を設置

すること。



( 2 ）実施区域内への人の立入防止を徹底すること。特に学校、通学路

等の周辺で実施する場合にあっては、実施区域周辺に十分注意し、

実施区域内に児童、生徒等が立ち入らないようにするための措置を

徹底すること。

( 3 ）実施区域周辺において、空中散布等の対象以外の農作物に農薬が

飛散するなどの危被害が生じないようにするために必要な措置を徹

底すること。また、農薬の飛散低減の観点から、飛散しにくい剤の

使用及び散布方法の実施に努めること。

特に、実施区域周辺において、飛来する農薬が原因となって有機

農産物に関する認証が受けられなくなる等の防除対象以外の農作物

への危被害が生じないために必要な措置の徹底に努めること。

( 4 ）合図マンを機体毎に 1名以上配置するとともに、オペレータ一、

合図マン及び作業者を含めた関係者で連携し、一層の周囲の安全確

保に努めること。

( 5 ）オペレーター及び合図マンの安全を十分に確保し、特に以下の事

項に留意すること。

① 離着陸時を含め、オベレータ一、合図マン及び作業者と機体の

距離は十分離し、空中散布等を実施すること。

② オペレーター及び合図マンは、散布前に共同で実地確認を実施

し、危険箇所等の情報を確実に共有すること。

③ 近くに家屋や架線等がある場所を離着陸地点にしないこと。

④ オペレーター及び合図マンは保護具を着用すること。

⑤ 必要以上に急激な操作や大きな操作を行わないこと。

⑥ オベレーターは家屋や架線等に向けた操作を行わないこと。

⑦ オベレーターは足場の良いところを移動すること。また、足場

が不安定な場所では機体を止めてから移動すること。

⑧ 操縦に不具合が発生した場合には、機体を速やかに安全な場所

に降下させること。

⑨ 同一地区に 2機以上を同時に飛行させる場合は、オペレーター

等が事前に確認を行った上で、電波の混信が起こらないよう異な

った周波数を使用すること。

⑩ オペレーター及び合図マンの連続作業時聞が長時間に及ばない

ょう作業時間に留意するとと。

( 6 ）空中散布等の実施により、農業、 i骨、業その他の事業に被害が発生

し、又は周囲の自然環境若しくは生活環境に悪影響が生じた場合に

は、直ちに当該区域での実施を中止し、その原因の究明に努めると

ともに、適切な事後処理を行うこと。



4 記録の保管・報告

( 1 ）実施主体は、別記様式 1により空中散布等の記録を保管しておく

と止もに、無人ヘリコプター協議会（無人ヘリコプター協議会がな

い場合にあっては都道府県、地区別協議会がある場合にあっては地

区別協議会を経由して無人ヘリコプター協議会）を経由して農林水

産省消費・安全局植物防疫課に報告する。その実施区域にある関係

指導機関から求めがあった場合にはこれらの記録を提出するものと

する。

( 2 ）実施主体は、 3の（ 1 ）で作成した架線等の危険箇所等の情報を

記載した地図を保管し、次回以降の散布実施者に確実に引継ぐこと。

5 機体の保管

無人ヘリコプターの機体、散布装置等の所有者は、これら機材が本

来の目的外に使用されることを防止するため、保管管理に当たっては

倉庫等の安全な場所に施錠保管する等、厳重な保管管理の徹底に努め

るものとする。

第 5 散布飛行の方法

散布飛行の方法については、次のとおりとする。

1 空中散布等の方法は、風下から散布を開始する横風散布を基本とし、

オベレーター及び周辺環境等への影響等に十分配慮して作業効果の確

保に努めるこど。

2 散布方法については別表に掲げるととろによるものとする。また、

農薬を散布する場合にあっては、無人ヘリコプタ一散布用として登録

を受けたものを、使用上の注意事項を遵守して使用しなければならな

し、

3 飛行速度及び飛行間隔については、別表に掲げるところによるもの

とし、散布の均一性が確保されるよう十分配慮すること。

4 飛行高度については、散布薬剤の物理性、気象条件、散布場所及び

その周辺区域の地形等を勘案して、別表に掲げる範囲内で加減するこ

と。

5 空中散布等は、気流の安定した時間帯に、かつ、地上 1. 5 mにお

ける風速が 3ml s以下の場合に実施すること。なお、当該風速を超

える場合には空中散布等を行わないことを徹底するとともに、超えな

い場合であっても風向きを考慮した散布を行うよう努めること。

第 6 事故発生時の対応



1 事故は以下の事項とする。

( 1 ）人身事故（軽微なものを除く）

( 2 ）物損事故（軽微な機体損傷のみのものを除く）

( 3 ）農薬事故（ドリフトや農薬流出による事故等）

( 4 ）その他（社会的影響等を勘案し、報告が必要と考えられるもの）

2 1が発生した場合には、実施主体は、 jjlj記様式 2により、直ちに実

施区域の都道府県又は無人ヘリコプター協議会（地区別協議会がある

場合にあっては無人ヘリコプター協議会及び地区別協議会）へ報告す

るとともに、事故発生時の状況を踏まえ、再発防止に努めること。

3 都道府県は、実施主体や無人ヘリコプター協議会等から事故の報告

があった場合、農林水産省消費・安全局植物防疫課へ報告すること 0

4 2及び 3の報告方法については別途農林水産省消費・安全局植物防

疫課長が定めるところによる。

第 7 利用できる技術

空中散布等に利用できる技術は、試験機関等の行う散布試験、調査等

により、その安全性、効果等が確認されたものに限るものとする。

第 8 オベレータ←、機種等

オベレーターの技術及び機体等の性能等は、次のとおりとする。

1 オベレ←ターは、空中散布等に用いられる機種の操縦技術に習熟し

ており、かつ、無人ヘリコプターを用いた農薬等の散布に関する技術

を｛彦得＝している者であること。

2 機体等は、空中散布等の作業に適した性能を有し、かっ、保守及び

整備のための体制が整備されているもの左して別表に掲げるものであ

ること。

第 9 空中散布等の効果調査

実施主体は、空中散布等の合理的な実施及び危被害の未然防止等に資

するため、地域の実状を勘案して散布飛行状況、散布効果等に関する調

査を行うものとする D

第10 空中散布等の実績の公表

農林水産省消費・安全局長は、全国の無人ヘリコプターによる空中散



布等の実績について取りまとめ、その概要を公表するものとする。



別記様式 1 （第4の4関係）

平成 年度空中散布等事業計画（実績）

実施 防 除 言J］く' 当 対象 実 施 実施
主体名 実施者 市町村名 作物名 作業名 予定月日 日数

言十

記載注意
（！）補完防除にあっては，その旨備考欄に記載すること。
(2）散布機数は，（）内に実機数を記入すること。

）県

実 施 散布 散布 !Oa当たり 散布 実施 備 考
面 積 資材名 剤l 型 散布量 機数 年数

（） 



別記様式 2（第6の2関係）

無人ヘリコプターによる空中散布等に伴う事故情報
（第報）

報告者所属・氏名

連絡先

報告日時平成 年 月 日（ ） 時 分

【基本情報】 泌初期の報告（第1報など）については、事故発生の報告を優先し、報告時点で記入可
能な情報のみで可

平成 年 月 日（ 時 分
発生日時

（散布作業開始時間 時 分）

2 発生場所（都道府県名から）

3 作業時の気象状況 天気 ｜（気温i ｜風向・風速；

4 作業内容 作物 ｜対象病害虫等；

薬剤名
5 薬剤

希釈倍率・ ｜散布前積載量；

6 使用機種

散布委託者i
7 実施主体 ・・・・・・・・．．．．．．．．，・・・・・ー・ ．．．．．．．．．，．，咽E・E・・・・ー・・・・・．・・・・・・・・・・.........，・・・・・・・・・...且・・・・・・ー・・a・a • a』・・・M・・・－』恒晶M • a晶幽・ι幽M且且・・a・a・・・・・a・a・・・・ーー・..

散布受託者（散布実施者）

8 作業実施体制 オベレ－＇.）！－！ 名｜合図マン 名

該当にO→
｜物損事故； ｜農き？？： • .I..~.~の~~.I..

事故の概要

9 

（例電線に接触後、水田横
の道路に墜落し、機体は大
破した、等）

被害状況 該当iこO
有の場合、その内容

（もしくはセル着色）

人への被害 無・確認中・有

家畜への被害 無司確認中・有

農作物への被害 無 I確認中・有

10 薬剤の流出 無 i確認中有

機体の損傷 無白確認中・有

架線の切断※有田場合、内
容欄に停電の有無も記載 無：確認中・有

周辺建物への被害 無 i確認中’有

その他の被害



【対応状況等］ ※初期の報告（第1報など）では提出しないでも可

11 
被害への対応状況

その他（警察、消防等の対
12 I 応、取材圃報道状況等）

注1 事故発生時の見取り図を添付（可能であれば現場写真も添付）
注2 報道記事等あれば添付

【事故原因】 ※初期の報告（第1報など）では提出しないでも可

13 

【再発防止対策】 ※初期の報告（第1報など）では提出しないでも可

14 



別表（第 5及び第 7関係） 空中散布等の基準

適 用
飛速 行度 飛高 行度

飛行 適 用 散の布方装置式
作業名 散布方法

聞（m)編
備 考

作 物 (km/hr) (m) 機 種

* 稲 病防害除虫 液敷剤布少量 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
～ 2 0 ～4 KG-200 

R-50 

RMAX ノズル
AYH 3 

7 5 
MC-275 
FAZER 

YH300 アトマイザ」
AYH 3 

3 0 5 1 0 RPH2 ノズノレ

粒剤散布 1 0 3 5 KG-135 インベラ
～ 2 0 ～4 KG-200 

R 50 

RMAX 
YH300 

7 5 AYH-3 

FAZ ER 

3 0 5 1 0 RPH2 

粒弗jスポ 1 0以下 3 KG 135 インベラ インベラの回
ット散布 ～4 KG『 200 転数を落とし

ほ場の R-50 散布する。
端から 5 RMAX 
血以上の YH300 
イ立置から AYII-3 
ほ場内に FAZ ER 
散布）

除草
滴（ほ場下の

1 0 3 5 KG 135 i面下用／ス。ル 散布装及置びのノ了トマ
～ 2 0 ～4 又は KG凶 200 イド－ fル

端 か ら 5 1 0 MC 275 は使用せず。
m以上 YH300 
の位置か AYH 3 
らほ場内 FAZER 
に滴下）

R50 滴下用f,-7‘
RMAX 

粒剤散布 1 0 3 5 KG【 135 インベラ 議水直播と限栽る培。
ほ場の ～ 2 0 ～4 KG-200 の場合l

端から 5 R『 50 ほ 場 周 辺 は 2

m以上 インベラの回
の位置か R品1AX

転散布数すをる落6とし
らほ布場内 AYH-3 
に散 ） 7. 5 

YH300 
FAZER 

1 0 KG 135 インベラの回
KG 200 転数を落とし
R-50 

散自布己す拡る散。剤 にRMAX 
YH300 限る。
AYH 3 



適 用
飛速 行度 飛高(m行度

飛行 適 用 散の布方装置式
作業名 散布方法

間（m)隔
備 考

作 物 (km/hr) 機 積

7k 稲 除草 粒剤スポ 1日以下 3 KG 135 イン－＂＇ラ インベラの回
ット散布 ～4 KG 200 転数を落とし
（ほ場の R 50 散布する。

虫捕から 5 RMAX 

m以上の YH300 

位置から AYH悶3

ほ場内に FA7ER 

散布）

は種 散 ぱ ん 1 0 3 5 KG』 135 インベラ
～2 0 ～4 KG 200 

R 50 

FAZER 

RMAX 

7 5 YH300 

AYH 3 

b面 目巴 粒剤散布 l 0 3 7. 5 KG 135 インペラ
～2日 ～4 以下 IくG-200

R 50 
RMAX 
YH300 
AYH 3 
FAZER 

麦 類 病妨害除虫 液散布剤少量 1 0 3 5 KG 135 アト7 イザー
～2 0 ～4 KG 200 

R-50 ノズル

RMAX 
7 5 AYH-3 

MC 275 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH 3 

30 5 1 0 RPH2 ノズノレ

液剤散布 1 0 3 5 KG巴 135 アト7 イザー
～20 ～4 KG 200 

R 50 ノズノレ

良恥1AX

7. 5 AYH-3 

Mじ275
FAZER 

YH300 アトマイザー
AY日開3

3 0 5 1 0 RPIー12 ノズノレ



適 用

飛速（回由行度r) 
飛高 行度

飛行 適 用 散の布方装式置
作業名 散布方法

間（m)隔
備 考

作 物 (m) 機 種

大 旦 病防害除虫 散液剤布少量 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
～ 20 ～4 KG 200 

R-50 ノズノレ

RMAX 
7 5 AYH日3

MC『 275
FAZ ER 

YH300 アト7 イザー
AYH-3 

3 0 5 1 0 RPH2 ノズツレ

液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
～ 2 0 ～4 KG 200 

R『 50 ノズ〉レ

RMAX 
7. 5 AYH 3 

MC 275 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH 3 

30 5 1 0 RPH2 ノスノレ

粒剤散布 1 0 3 5 KG 135 インベラ
～ 2 0 ～4 KG-200 

R-50 

R品1AX

YIBOO 

7 5 AYH日3

FAZER 

30 5 1 0 RPH2 

えだまめ 病防害除虫 液散剤布少量 1 0 3 5 KG-135 アトマイザー
～ 20 ～4 KG-200 

R-50 ノズノレ

RMAX 
7 5 AYH-3 

MC-275 
FAZER 

YH300 アト7 イザ」
AYH悶3



適 用
飛速 行度

飛
行度

飛 行 適 用 散布装置
作業名 散布方法 高 間 隔 。コ 方 式 備 考

作 物 (km/hr) (m) (m) 機 種

だいこん 病防害除虫 液散剤布少量 1 0 3 5 KG 135 アト7 イザー
～ 2 0 ～4 KG 200 

R 50 ノズル

RMAX 
7 5 AYH-3 

MC 275 
FAZ ER 

YH300 アト7 イザ←
AYH『 3

液剤散布 5 KG 135 アトマイザ←
KG【 200

R 50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC 275 
AYII-3 
FAZER 

YH300 アト7 イザー
AYII 3 

れんこん 病害虫 粒剤散布 1 0 3 5 KG-135 インベラ
防除 ～ 2 0 ～4 KG 200 

R 50 

RMAX 
7 5 YH300 

AYH 3 

FAZER 

たまねぎ 病害虫 液剤少量 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
紡除 散布 ～ 2 0 ～4 KG 200 

Iし50 ノズル

RMAX 
7 5 AYH-3 

MC 275 
FAZER 

YH300 アト7 イザー
AYH 3 

液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
～ 2 0 ～4 KG-200 

R 50 ノズル
RMAX 
YH300 

7 5 MC 275 
AYH-3 
FA7ER 

Yl-!300 アトマイザー
AYH悶 3



適 用 飛速 行度 飛両 行度
飛 1T 適 用 散の布方装置式

作業名 散布方法 間 隔 備 考
作 物 (km/hr) (rn) (rn) 機 種

く り 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
～2 0 ～4 KG同 200

R 50 ノズノレ
RMAX 
YII300 

7 5 MC-275 
AYH司 3
FAZER 

YH3DD アトマイザー
AYH-3 

かんきつ 病防除害虫 液剤散布 2 0以下 3 5 KG同 135 アトマイザー
～4 KG 200 

R同 50 ノズル
RMAX 
YH300 

7 5 MC-275 
AYH 3 
FAZER 

YH3DD アトマイザー
AYH 3 

みかん 病害虫 液剤散布 2 0以下 3 5 KG 135 アトマイザー
防除 ～4 KG-200 

R-50 ノズノレ
R九1AX
YH3DD 

7 5 MC-275 
AYH-3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH-3 

Uiきび 病防除害虫
液剤散布 1 0 3 5 KG-135 アトマイザー

～2 0 ～4 KG-200 

R】 50 ノズル
R恥1AX
YH300 

7 5 MC 275 
AYH 3 
FAZ ER 

YH3DD アトマイザー
AYH同 3



適 用 飛 行 飛 行 飛 行 適 用 散布装置

作業名 散布方法 速度 高 度 間 日高 。コ 方 式 備 考

作 物 (km/hr) (m) (m) 機 種

キャベツ 病害虫 液剤j散布 1 0 3 5 KG】 135 アトマイザー

防除 ～ 2 0 ～4 KG『 200

R 50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC悶 275

AYH-3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH 3 

3 0 5 1 0 RPH2 ノズノレ

しょうが 病害虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー

防除 ～ 2 0 ～4 KG同 200

R-50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC-275 
AYH-3 

FAZ ER 

YH300 アトマイザー
AY日間3

あずき 病害虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アト7 イザー

防除 ～2 0 ～4 KG司 200

R 50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC日 275
AYH 3 

FAZER 

YH300 アト7 イザー
AYH-3 

アスパラ 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー

ガス ～2 0 ～4 KG-200 

R 50 ノズル
RMAX 
YH300 

7 5 MC-275 
AYH 3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH『 3



適 用
飛速 行度 飛高 行度

飛行 適 用 散の布方装式置
作業名 散布方法

間（m)隔
備 考

作 物 (km/hr) (m) 機 種

ま Jコ 病害虫 液剤散布 1 0 3 5 KG-135 アト7 イザー 対象松林の梢
（生立木） 防除 ～ 2 0 ～4 KG-200 端が見える場

所で散布する。
孔 50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC-275 
AYH-3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH 3 

やまのい 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG悶 135 アト 7 イザ
も ～2 0 ～4 KG 200 

R目 50 ノズル
Rル！AX
YH300 

7 5 MC-275 
AYH 3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH 3 

3 0 5 1 0 RPII2 ノズル

ばれいし 病害虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
よ 防除 ～ 2 0 ～4 KG-200 

R-50 ノズノレ
R民1AX
YH300 

7 5 MC 275 
AYH-3 
FAZER 

YH300 アト 7 イザー
AYH-3 

3 0 5 1 0 RPH2 ノズノレ

かんしょ 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG-135 アトマイザー
～ 2 0 ～4 KG-200 

R 50 ノズノレ
R品1AX
YH300 

7 5 MC-275 
AYH日 3
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH-3 



適 用 飛行 飛行 飛 行 適 用 散布装置

作業名 散布方法 速度 高 度 間 隔 。コ 方 式 備 考

作 物 (km/hr) (m) (m) 機 種

てんさい 病害虫 液剤散布 1 0 3 5 KG『 135 アトマイザ←

防除 ～ 2 0 ～4 KG 2日日

R-50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC-275 
AYH 3 

FAZ ER 

Yil300 アトマイザー
AYH 3 

3 0 5 1 0 RPH2 ノスノレ

日本芝 伸草丈の 液弗j少量 1 0 3 5 KG-135 アト7 イザー

長抑 散布 ～2 0 ～4 KG 200 

嗣j
R】 50 ノズノレ

R長1AX
PYH-3 

7 5 
MC-275 
ドAZER

YH300 アトマイザー
AYH-3 

とうもろ 病害虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー

三L 防除 ～ 2 0 ～4 KG-200 

乱 50 ノスノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC勾 275
AYH 3 
FAZER 

YH300 アト7イザー
AYH『 3

3 0 5 1 0 RPH2 ノズル

飼料用と 病害虫 液剤少量 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー

うもろ三 防除 散布 ～ 2 0 ～4 KG-200 

し
R 50 ノズノレ

Rル！AX
7 5 AY!-13 

MC 275 
FAZER 

Y!l300 アトマイザ
AYH民 3

液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アトマイザー
～ 2 0 ～4 KG 200 

立50 ノァ、rレ
R長1AX
YH300 

7 5 MC向 275
AYH-3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH-3 



適 用 飛速 行度 飛高 行度
飛 行 適 用 散の布方装式置

作業名 散布方法 問 隔
作 物 (km/hr) (m) (m) 機 積

未成熟と 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG 135 アト7 イザー
うもろと ～2 0 ～4 KG-200 
)_, 

R-50 ノズノレ
RMAX 
YH300 

7 5 MC-275 
AYH-3 
FAZ ER 

YH300 アトマイザー
AYH-3 

かぼちゃ 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG日 135 アトマイザー
～2 0 ～4 KG-200 

R 50 ノズル
YH300 

R九1AX
7 5 AYH-3 

MC 275 
AYH-3 
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYH 3 

にんじん 病防害除虫 液剤散布 1 0 3 5 KG日 135 アト 7 イザー
～ 2 0 ～4 KG』 200

RMAX ノズル
7 5 AYH-3 

MC 275 
AY日間3
FAZER 

YH300 アトマイザー
AYII 3 

注 ( 1）飛行高度は，作物上の高さをいう。
( 2）飛行速度は1 農薬登録上の使用量が確保できる範囲内で調整することをいう。
( 3 ）適用機種はj 型式名により示している。

備 考

( 4）水稲の除草作業のうち滴下及び施肥作業の粒剤散布の飛行間隔は，散布資材の特性を考慮し調整す
ること。

( 5 ）適用機種のうち、 RMAXには、 RMAX、RMAXType E及び RMAXType II Gの3機種を含む。



基発第 1454号 改正基発第 233号

昭和40年11月1日 平成13年3月初日

改正基発第 15 1号 改正基発0325第 6号

昭和49年3月25日 平成23年3月25日

改正基発第 671号 改E 基発0301第 1号

昭和50年11月14日 平成25年3月 1日

改正発労徴第 13号 改正基発0801第14号

基発第 123号 平成25年8月1日

平成3年3月1日 改正基発1118第 2号

改正発労徴第 38号 平成25年11月18日

基発第 259号 改正基発0930第 1号

平成3年4月12日 平成26年9月30日

改正基発第 77号 改正基発0325第11号

平成11年2月18日 平成27年3月25日

改正 労働省発労徴第78号

基発第 695号

平成11年12月3日

各都道府県労働基準局長殿

労働省労働基準局長

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2条の規定の施行について

労働者災害補償保険法の一部を改正する法律（昭和40年法律第130号）第2条の規定の施行に

伴い、労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令（昭和40年労働省令第四号）が本年

11月1日から施行され、及び関係告示（昭和40年労働省告示第45号及び第46号）が行われたの

で、下記により、その施行事務処理に万全を期せられたい。

なお、今次改王省令については、労働者災害補償保険審議会の答申（別添）において、特に制

定及び施行にあたっての基本的態度が明らかにされているので、その趣旨を十分に体して、事

務処理に当たられたい。

記

第l （削除）



第2 特別加入

1 趣旨

労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としているが、業務の実情、

災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわし

い者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものである。

2 特別加入者の範囲

特別加入をすることができる者の範聞については、全面適用を目途とする中小事業の保

険加入の促進と事務組合の普及に資するため、一定の中小事業主とその事業に従事する者

をその対象とするほか、特に自営業者については、業務の危険度、業務の範囲の明確性な

いし特定性（業務上外の認定等保険関係の技術的処理の可能性）等を考慮し、その範囲を定

めたものである。その具体的範囲は次のとおりである。

(1) 中小事業主等（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「法jという。）第

33条第1号及び第2号）

イ 中小事業主（法第33条第1号、労働者災害補償保険法施行規則（昭和30年労働省令第

22号。以下「則Jという。）第46条の16)

特別加入をすることができる中小事業主は、常時300人（金融業、保険業、不動産業、

又は小売業を主たる事業とする事業主にあっては50人、卸売業又はサービス業を主た

る事業とする事業主にあっては100人）以下の労働者を使用する事業主であって、事務

組合に労働保険事務の処理を委託するもの（事業主が法人その他の団体であるときは、

代表者）である。

（イ）事業主の使用労働者数の算定は、事務組合に労働保険事務の処理を委託することが

できる事業主の場合と同様、その使用する労働者の総数が、常時300人（金融業、保

険業、不動産業文は小売業を主たる事業とする事業主にあっては50人、卸売業文は

サービス業を主たる事業とする事業主にあっては100人）以下の事業主である。なお、

2以上の事業を行う事業主にあっては、各事業の使用労働者数を合計じた数によっ

て判断すべきことはいうまでもない。したがって、個々の事業の使用労働者数が常

時300入、 50人又は100人以下であっても、使用労働者の総数が常時300人、 50人又は

100人をこえるときは、その事業主は、特別加入をすることができない。

（ロ）常時300人、 50人又は100人以下の労働者を使用する事業主には、通年1人の労働

者を使用する事業主はもちろんのこと、労働者の通年雇用を行わない事業主で、あっ

ても、年間において相当期間にわたり労働者を使用することを常態とするものも含

まれるが、労働者についての保険加入を前提とする制度の趣旨及び法第33条第3号

の規定との関連からいって、労働者を使用しないことを常態とする事業主は含まれ

ない

（ハ）数次の請負による建設の事業の下請事業を行う事業主も、特別加入の趣旨から、

法第33条第1号の「事業主Jとして取り扱うこととする。

（ニ）金融業、保険業、不動産業、卸売業、小売業文はサービス業の業種の区分につい

ては、日本標準産業分類によることとする。この場合、清掃業、火葬業、 2:畜業、



自動車修理業及び機械修理業はこれらの業種に含めないで取り扱うこととする。な

お、 2以上の異穣事業を行う事業主にあっては、それぞれの事業に使用する労働者

数を考慮して、いずれの業種に属するかを判断するものとする。

ロ 中小事業主が行う事業に従事する者

事業に従事する者とは、労働者以外の者で事業に常態として従事する者を予定した

ものである。事業主が法人である場合にあっては、代表者以外の役員のうち、労働者

に該当しないものも、これに含まれる。なお、法人役員一般の取扱いについては、昭

和39年3月3日付け基発第273号通達を廃止し、改めて別途通達する（昭和40年11月15

日付け基災発第18号記の第2の1 (2）参照。）。

(2）一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者（法第33条第3号及び第4号）

イ 一人親方その他の自営業者（員lj第46条の17)

人親方その他の自営業者であって特別加入をすることができる者は「自動車を使

用して行う旅客文は貨物の運送の事業」、「建設の事業（土木、建築その他の工作物の建

設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業をい

う。以下同じ。）J、「漁船による水産動植物の採捕の事業j、「林業の事業J、「医薬品の

配置販売の事業」、「再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事

業J又は「船員法第1条に規定する船員が行う事業jを労働者を使用しないで行うこと

を常態とする者である。

労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、前記（1）イ（ロ）により常時労働者

を使用する者以外の者をいうものとして取り扱う。したがって、たまたま臨時に労働

者を使用することがあっても妨げない。

（イ）自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うこ

とを常態とする者には、通常個人タクシー業者及び個人貨物運送業者が該当する。

（ロ）建設の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者には、大工、左官、

とび、石工等いわゆる一人親方が該当するが、特に職種は限定しないこととする。

（ハ）漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とす

る者は、漁船に乗り組んでその事業を行う者に限られる。

（ニ）林業の事業、医薬品の配置販売の事業又は再生利用の目的となる廃棄物等の収集、

運搬、選別、解体等の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者につい

ては、別途通達する（昭和51年9月29日付け労働省発労徴第60号・基発第697号通達

の記の 1(2）及び昭和55年 3月31日付け労働省発労徴第22号・基発第156号通達（ 6

(2）チにおいて「昭和55年通達jという。）の記の 2(1）イ参照）。

ロ 一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者

労働者以外の者で当該事業に常態として従事する者を予定したものである。

(3）特定作業従事者（法第33条第5号）

イ 特定農作業従事者（則第46条の18第1号イ）

別途通達する（平成3年4月12日付け労働省発労徴第38号・基発第259号通達（以下

「平成3年通達jという。）の記の第1の2(1）及び（2）参照）。

ロ 指定農業機械作業従事者（貝Jj第46条の18第1号ロ）



小規模農家を含めた自営農業者については、その業態の特殊性、災害発生状況が的

確に把握されていない現状等を考慮し、重度の障害を起こす危険度が高いと認められ

る種類の農業機械を使用する一定の農作業に従事する者に限ることとした。

（イ）対象となる農業機械は、動力耕うん機その他の農業用トラクタ一、動力溝掘機、

自；走式田植機、自走式防除用機械、自走式収穫用機械、自走式運搬用機械、動力揚

水機、動力草刈機、動力カッタ一、動力摘採機、動力脱穀機、動力労定機、動力努

枝機、チェーンソ一、単軌条式運搬機、コンベヤ一、回転翼航空機であって構造上

人が乗ることがぜきないもの（農薬、肥料、種子若しくは融雪剤の散布又は調査に

用いるものに限る。）である（昭和40年労働省告示第46号）。

（ロ）指定農業機械を使用する農作業の範囲は、土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽

培若しくは採取の作業に限られ、養蚕、養畜等の作業を含まない。

ハ職場適応訓練生（則第4fi条の18第2号イ）

別途通達する（昭和41年12月初日付け基災発第29号通達参照）。

一 事業主団体等委託訓練生（則第46条の18第2号ロ）

別途通達する（平成元年3月23日付け労働省発労徴第19号・基発第135号通達（以下

「平成元年通達jとし旬。）の記の第2の2(1）参照）。

ホ家内労働者（則第46条の18第3号）

別途通達する（昭和45年10月12日付け基発第742号通達（以下「昭和45年通達Jとし、

う。）の記の2の（3）、昭和49年3月23日付け労働省発労徴第17号・基発第142号通達の

記の3及び昭和50年3月初日付け基発第174号通達の記の4参照）。

へ労組常勤役員（貝lj第46条の18第4号）

別途通達する（平成3年通達の記の第2の2(1）、（2）及び（3）参照）。

ト 介護作業従事者（則第46条の18第5号）

別途通達する（平成13年3月30日付け基発第233号通達（以下「平成13年通達jとし、

う。）の記の第2の2(1）及び（2）参照）。

(4）海外派遣者（法第33条第6号及び第7号）

別途通達する（昭和52年3月30日付け労働省発労徴第21号・基発第192号通達（以下「昭

和52年通達Jとし、う。）の記の10参照）。

3 中小事業主等の特別加入手続

(1）事務組合に対する労働保険事務の処理の委託（法第33条第1号）

特別加入をすることができる中小事業主は、事務組合に対し労働保険事務の処理を委

託する者に限られる。

(2）加入申請（法第34条、員lj第46条の19、告示様式第34号の 7)

イ 中小事業主の特別加入は、その使用する労働者に関して成立する保険関係を基礎と

し、かつ、労働者以外でその事業に従事する者との包括加入を前提として認められる

ものであるから、任意適用事業にあっては、労働者について任意加入の申込みをしな

いままに中小事業主のみ特別加入することはできない。なお、任意加入の申込み土特

別加入の申請とは同時に行うことができる。



ロ 同ーの中小事業主が2以上の事業についてそれそ守れ保険加入をし、事務組合に労働

保険事務の処理を委託しているときは、当該事業主及びその事業に従事する者は、 1

の事業のみについて特別加入することができるのはいうまでもないが、 2以上の事業

について重ねて特別加入をすることも妨げない。

ハ 中小事業主の行う事業に従事する者は、当該中小事業主とともに包括加入すること

になるが、その具体的範囲は附款及び申請書により確定することとし、申請書に登載

されていない者は、特別加入者として扱わない。もちろん、申請書に登載されていて

も、法第33条第2号に該当しない者は、特別加入者として扱うこどはできない。

したがって、中小事業主及びその事業に従事する者に異動等があった場合には、そ

の旨を遅滞なく、届け出るよう指導されたし＼（刻第46条の19第6項、告示様式第34号の

8）。

(3）業務の内容（則第46条の19第1項第3号、告示様式第34号の 7)

中小事業主及びその事業に従事する者については、その業務の範囲を明確にし、業務

上外の認定の適正を期するため、申請書について、各人の業務の内容を具体的に明記さ

せるよう指導されたい。

(4) 特別加入の承認等の手続

イ承認通知

特別加入の申請に対する所轄都道府県労働局長の承認は、当該申請の日の翌日から

起算して30日の範囲内において申請者が加入を希望する日とすることとし、その通知

は、別添1の通知書（特様式第1号）により行うこととする。

ロ不承認通知

特別加入の申請に対する不承認通知は、別添2の通知書（特様式第3号）により行う

こととする。

ハ変更通知

則第46条の19第6項（則第46条の23第4項及び則第46条の25の2第2項により準用

する場合を含む。）により届出のあった事項のうち、加入時健康診断を必要とする特別

加入者の行う業務内容の変更及び特別加入者の追加については、当初の特別加入の承

認の内容の要素となる事項の変更であり、当該当初の特別加入の承認の変更決定がな

されない限り効果が生じないため、所轄都道府県労働局長は、当該変更内容を適当と

認めるときは、当該届出の日の翌日から起算して30日の範閣内において当該届出を行

う者が変更を希望する日付けにより承認内容変更決定を行うこととする。なお、その

通知については、当分の問、別添1の通知書（特様式第1号）により行うこととする。

ニ変更内容の不承認

上記ハの場合において、所轄都道府県労働局長が当該変更内容を不適当と認めると

きは、その旨の通知を別添2の通知書（特様式第3号）により行うとととする。

4 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者の特別加入手続

(1）一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者（以下「一人親方等Jという。）の特

別加入については、一人親方その他の自営業者の団体を任意適用事業主とみなし、一人



親方等を労働者とみなして、任意適用事業の保険関係と全く問じ仕組みによること~し

ている（法第35条第1項第1号以下）。この場合において、当該団体は、すべて継続事業

として取り扱うこととする。なお、当該団体の要件等については、後記6(2）によられた

。、
、uuw

(2）加入時請（法第35条第1項、員lj第46条の23、告示様式第34号の10)

人親方等の特別加入手続に関し、特に留意すべき事項は、次のとおりである。

イ加入者（貝lj第46条の23第1項第4号）

一人親方等についても、前記3(2）ハと同様に、保険関係の有無は附款及び申請書に

より確定することとし、特別加入団体構成員又はその構成員の行う事業に従事する者

であっても、申請書に登載されていない者は、特別加入者として取り扱わない。もち

ろん、申請書に登載されていても、法第33条第3号及び第4号に該当しない者は、特

別加入者として取り扱うことはできない。

したがって、一人親方等に異動があった場合には、その旨を遅滞なく届け出るよう

指導されたし、（郎第46条の23第4項、告示様式第34号の8）。

ロ 業務の内容（則第46条の23第1項第4号、告示様式第34号の10)

一人親方等については、その業務の範囲を明確にし、業務上外の認定の適正を期す

るため、申請書について各人の業務又は作業の内容を具体的に明記させるよう指導さ

れたい。

ハ業務災害防止措置（則第46条の23第2項）

一人親方等については、その災害防止についての規制措置が未整備であり、そのま

まの状態で特別加入を認め、補償を行うことには問題がある。このため、一人親方そ

の他の自営業者の団体に対しては、あらかじめ業務災害の防止に関し当該団体が講ず

べき措置及び一人親方等が守るべき事項を定めなければならないこととしている。こ

れらの措置及び事項について定めがない場合には、特別加入の承認をしないこととす

る。

ニ 従来の一人親方団体の取扱いについて

特別加入制度の創設に伴い、従来擬制して保険関係の成立を認めてきた建設の事業

の一人親方の団体については、可及的すみやかに新制度に移行させるよう指導された

し、。

(3）特別加入の承認、等の手続

上記3(4）と同様とする。

5 特定作業従事者及び海外派遣者の特別加入手続

特定作業従事者及び海外派遣者の加入手続は、次のととを除いて、一人親方等の手続ど

同様である。

(1）特定農作業従事者

別途通達する（平成3年通達の記の第1の2(4）参照）。

(2）指定農業機械作業従事者



イ 災害防止措置

加入申請書に添付させるべき業務災害防止措置の内容を記載した書類に関し、一般

的事項を別途通達する。

ロ 労働者に係る保険関係成立手続の確保

特別加入申請書に記載される特別加入予定者が、当該特別加入に係る事業につき労

働者を使用していることが明らかとなった場合は、既に労働者に係る保険関係成立届

が提出されている場合を除き、特別加入の申請又は特別加入者の追加に関する上記の

3の（4）のハと同時に労働者に係る保険関係成立届を提出させることとし、提出がなさ

れない場合は特別加入の承認又は上記の3の（4）のハに基づく承認内容変更決定を行

わないこと。

(3）職場適応奇l練生

職場適応訓練の作業が他の労働者の作業とともに行われるのが通常であり、かつ、当

該事業場には労働基準法、労働安全衛生規則等が適用されるので、加入申誇書における

作業内容の記載及び業務災害防止措置の内容を記載した書類の添付を要しないものとし

て取り扱われたい。

(4）事業主団体等委託訓練生

jjlj途通達する（平成元年通達の記の第2の2(2）参熊）。

(5）家内労働者

別途通達する（昭和45年通達の記の3参照）。

(6）労組常勤役員

別途通達する（平成3年通達の記の第2の2(5）参照）。

(7）介護作業従事者

別途通達する（平成13年通達の記の第2の2(3）参照）。

(8）海外派遣者

別途通達する（昭和52年通達の記の10(2）参照）。

6 特別加入承認の基準

(1）中小事業主等の場合

中小事業主等については、当該事業の労働保険事務が事務組合に委託されることのほ

か、特別加入の承認について特段の制約はないが、当該事業を労働者を使用しないで行

うことを常態とする事業主及びその事業に従事する者については、制度の趣旨及び法第

33条第3号との関連からいって、加入を認めないこととする（前記2(1）イ（ロ）参照）。

(2）一人親方等及び特定作業従事者の場合

一人親方等及び特定作業従事者の特別加入の承認は、次のすべての基準に適合する場

合に行う。

イ 加入申請者たる団体は、一人親方その他の自営業者又は特定作業従事者の相当数を

構成員とするものであるとと（連合団体は、これに該当しない。）。これに一応該当す

るものとしては、例えば、全国個人タクシ一連合会加盟の単位団体、従来から擬制加

入を認めてきた建設の事業の一人親方団体、漁業協同組合、農業協同組合等が考えら



れる。なお、職場適応訓練生の団体については、別途通達する（昭和41年12月初日付

け基災発第29号参照。）。

ロ 当該団体は、法人であると否とを関わないが、構成員の範囲、構成員たる地伎の得

喪の手続等が明確であるこ左その他団体の組織運営方法等が整備されていること。

ハ 当該団体の事業内容が労働保険事務の処理を可能とするものであること。

ニ 当該団体の事務体制、財務内容等からみて、労働保険事務を確実に処理する能力が

あると認められること。

ホ 当該団体の地区が、その主たる事務所の所在地を中心として労働保険広保険料の徴

収等に関する法律施行規財（昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則Jとし寸。）第

6条第2項第4号に定める区域に相当する区域をこえないものであること。

へ加入申請書の添付書類に記載する業務又は作業の内容は、次の範囲内において各人

の業務又は作業の具体的内容を明らかとするものであること。なお、職場適応訓練生

については、前記5(3）のどおりであること。

（イ）自動車を使用して行う旅客の運送の事業を行う者及びその事業に従事する者にあ

つては、免許を受けた事業の範囲内において旅客を運送するために事業用白動車を

運転する業務

（ロ）自動車を使用して行う貨物の運送の事業を行う者及びその事業に従事する者にあ

つては、免許を受けた事業の範囲内において貨物を運送するために事業用自動車を

運転する業務（運転補助業務を含む。）及びこれに直接附帯する貨物取扱いの業務

（ハ）建設の事業を行う者及びその事業に従事する者にあっては、その者の職種の範囲

内において請負契約の目的たる仕事完成のために行う業務

（ニ）漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者及びその事業に従事する者にあって

は、水産動植物の採捕のために漁船に乗り組んで行う業務

（ホ）指定農業機械作業従事者にあっては、その使用する農業機械の種類

ト 一人親方その他の自営業者の閏体及び特定作業従事者の団体が定めるべき業務災害

の防止に関する措置については、次のどおり取り扱うこと。

（イ）自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業にあっては、道路交通法（昭和

35年法律第105号）、道路運送法（昭和26年法律第183号）、道路運送車輸法（昭和

26年法律第185号）等により安全に関する規制が行われているので、業務災害の防止

に関する措置の内容を記載した書類の添付は原動機付自転車を使用するバイク便事

業者がいない団体に限り、必ずしも必要でない。

（ロ）漁船による水産動植物の採捕の事業にあっては、乗組員の選任、船内作業の安全

衛生その他漁船の航行の管理に関する事項を含むものであること。

（ハ）建設の事業及び特定作業従事者の作業については、別途通達するところによるこ

ど（昭和40年12月11日付け基災発第20号参照。）。

チ 再生資源取扱業の一人親方等については、別途通達する（昭和55年通達の記の 2(1) 

ロ及びハ参照）。

7 特別加入の制限（法第35条第2項、則第46条の19第3項等）



一人親方等及び特定作業従事者については、一定の加入制限がある。すなわち、旅客自

動車運送事業、貨物自動車運送事業、建設の事業、漁船漁業、指定農業機械作業及び職場

適応訓練作業の区分により、同種の事業又は作業については、 2以上の団体の構成員とな

っていても、重ねて特別加入することができない。異種の事業又は作業について2以上の

団体に属し、重ねて特別加入することは差し支えない。

また、特別加入を希望する者のうち一定の者について特別加入をする擦に健康診断の受

診を義務付け、健診結果によっては特別加入を制限することとなっているが、これについ

ては別途通産する（昭和62年3月初日付け基発第175号通達参照）。

さらに、指定農業機械作業従事者及び特定農作業従事者のうち労働者を使用する者につ

いては、当該労働者に係る保険関係成立届を提出しない場合に特別加入を制限することに

なっている（上記5(2）ロ及び平成3年通達の記の第1の2(4）へ参照）。

なお、指定農業機械作業従事者、特定農作業従事者及び農業の中小事業主等に係る 3つ

の特別加入の関係については、平成3年通達の記の第1の3(2）を参照されたい。

8 特別加入者たる地位の消滅

(1）脱退（法第34条第2項、法第35条第3項、法第36条第2項、員lj第46条の21、則第46条の

25の3、告示様式第34号の8、告示様式第34号の12)

イ 特別加入した中小事業主は、政府の承認を受けて脱退することができる。脱退の承

認申請は、特別加入の承認申請の場合と同様に、労働者以外の者で当該事業に従事す

る者を包括して行われなければならない。なお、脱退の承認の通知は、 jjlj添3の通知

書（特様式第1号の2）により、承認年月日は当該特別加入の脱退の申請の日から起算

して30日の範囲内において申請者が脱退を希望する日とする。脱退の承認があったと

きは、当該承認の日の翌日に特別加入者たる地位が消滅するものとして取り扱う。ま

た、脱退の不承認の通知は、別添4の通知書（特様式第3号の2）により行うこと。

ロ 特別加入した一人親方等、特定作業従事者及び海外派遣者についても、上記イと同

様である。

(2）特別加入承認の取消し等（法第34条第3項、法第35条第4項、法第36条第2項、則第46

条の22、員lj第46条の25、則第46条の25の3)

中小事業主又は一人親方その他の自営業者若しくは特定作業従事者の団体若しくは海

外派遣者が、労災保険法又は同法施行規則の規定に違反した場合において、政府が特別

加入の承認を取り消し、又は保険関係の消滅をさせたときは、特別加入者たる地位はそ

の時に消滅する。

特別加入の承認の取消又は保険関係の消滅の通知は、別添5の通知書（特様式第4号）

により千子うこと。

(3）自動消滅

イ 特別加入者が法第33条各号に掲げる者に該当しなくなったときは、それらの者に該

当しなくなった時に特別加入者たる地位は、自動的に消滅する。

ロ 中小事業主等の特別加入は、その使用する労働者について成立している保険関係の

存続を前提として認められるものである（法第34条第1項）から、当該保険関係が消滅



したときは、その消滅の日に特別加入者たる地立も、自動的に消滅する。

ハ一人親方等及び特定作業従事者は、とれらの者が特別加入に係る団体の構成員又は

その構成員の行う事業に従事する者である限りにおいて特別加入を認められるもので

ある（法第35条第1項）から、当該団体の構成員である特別加入者が当該団体の構成員

でなくなったときは、その団体の構成員でなくなった時にその者及びその者の行う事

業に従事する者の特別加入者たる地位は、自動的に消滅する。

ニ 人親方等文は特定作業従事者の団体の解散があったときは、その解散の日の翌日

に特別加入者たる地位は、自動的に消滅する。

9 業務上外の認定（法第37条、則第46条の26)

特別加入者の業務又は作業（職場適応訓練作業を除く。）の内容は、労働者の場合と異な

り、労働契約に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、当人自身の判

断によってし、わば主観的に決まる場合が多いから、その業務又は作業の範囲を確定するこ

とが通常困難である。このことは、法第33条第1号及び第3号該当者において特に著しい。

このため、特別加入者の業務災害については、一般的な基準の設定が本省局長に委任さ

れたのであり、特別加入者についての業務上外の認定は、加入申請書記載の業務又は作業

の内容を基礎とし、本省局長作成の基準に従って行うこととなる。この基準については、

別途通達する（昭和40年12月6日付け基発第1591号参照。）。

10 保険給付

(1）特別加入者も労働者どみなされ、法第3章第1節及び第2節並びに第3章の2の規定

による保険給付等を受けることができるが、休業補償給付については、所得喪失の有無

にかかわらず、療養のため「業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について」全部

労働不能であることがその支給事由となるものである。

（注）全部労働不能とは入院中又は自宅就床加療中若しくは通院中であって、上記の業務

遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない状態をいう。

たとえば、建設業の一人親方が請負工事現場（自家内作業場を含む。）における作業

及び請負契約のための下見等業務遂行性が認められる行為が行えないことが客観的

に認められる場合は、休業補償給付が支給されることとなる。

(2）保険給付を受ける権利は、その者が特別加入者でなくなっても、変更されない（法第34

条第4項、法第35条第5項、法第36条第2項）。

11 給付基礎日額（法第34条第1項第3号、法第35条第1項第6号、法第36条第l項第2号、

則第46条の20、員iJ第46条の24、員iJ第46条の25の3)

(1）特別加入者は賃金を受けないので、その給付基礎日額は、厚生労働大臣が定めるこ左

とされているが、具体的には、 3,500丹、 4,000円、 5,000円、 6,000円、 7,000円、 8,000

円、 9,000円、 10,000円、 12,000円、 14,000円、 16,000円、 18,000円、 20,000円、 22,000

円、 24,000円及び25,oco円のうちから、都道府県労働局長が定める（則第1条第1項）。

なお、家内労働者等については、当分の問、 2,000円、 2,500円及び3,000円の給付基礎日



額も認められる（労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（平成5年労働省令第5号）附則第2条第3項）。

(2）給付基礎日額については、事務簡素化の見地からは、事務組合又は一人親方その他の

自営業者若しくは特定作業従事者の団体ごとに額が統一されることが望ましいが、具体

的決定にあたっては、特別加入者の希望を考慮し、実情に即するよう配慮されたい（告示

様式第34号の7、告示様式第34号の10、告示様式第34号の11）。

(3）給付基礎日額は、加入承認時における決定の後、必要に応じて改定するとともできる

が、少なくとも 1年聞は固定しておくこととし、改定にあたっては、あらためて希望を

徴することとする。

12 支給制限

支給制限については、特別加入者が、労働者とみなされることにより、法第12条の2の

2の規定が適用される。具体的な運用の基準については、別途通達する（昭和40年12月6日

付け慕発第1591号通達の記の第2参照）。

13 保険料

(1）保険料率

イ 中小事業主等については、それらの者がその事業に使用される労働者とみなされる

から、当然、その事業についての保険料率が適用される。

ロ 100人以上の労働者を使用する継続事業に対するメリット制の適用にあたっては、そ

の事業について特別加入した中小事業主等も労働者数に算入される。

ハ 一人親方等及び特定作業従事者については、一人親方その他の自営業者及び特定作

業従事者の団体ごとに徴収則別表第5（第2種特別加入保険料率表）に定める保険料率

が適用される（徴収則第23条）。

(2) （絡）

(3）保険料の納付

イ 特別加入の承認を受けた中小事業主等は、その事業に使用される労働者とみなされ

るので、中小事業主は労働者とみなされる中小事業主自身及びその事業に従事する者

に係る部分の保険料左その事業の本来の労働者に係る部分の保険料とを一括して納付

する義務を負う。

ロ 一人親方等及び特定作業従事者に係る保険料については、特別加入の承認を受けた

これらの者の剖体が任意適用事業及びその事業主とみなされ、かつ、これらの者は当

該事業に使用される労働者とみなされるので、当該団体が事業主としてその納付義務

を負う。団体のみが直接かっ最終的な納付義務者となるわけであるから、納付の督促、

延滞金の賦課滞納処分等の保！食料徴収に関する措置は、団体に対してのみ行うことが

できる。なお、当該団体が構成員等から保険料相当額をいかなる方法で徴収するかは、

団体の内部問題である。

別添 労働者災害補償保険審議会の答申 （略）



特様式第1号（表面）

労働者災害補償保険特 別 加 入 承 窒通知書 LJ盟J
特別加入者の給付基礎日額決疋

労働保険番号

事務組合・事業
又は団体の名称

府県｜所掌i管轄 基幹番号

年 月 日付けで申請・届出のあった

校番 号

広特別加入については、下記の附款を附して

年 月 日から別紙のとおり承認します。

ただし、下記の者については、特別加入を認めませんロ

（ 枚の内 1枚目）

承認番号

特別加入を認めない者の氏名 特別加入を認めない理由

特B肋日入者に係る給付基礎日額については、

年 月 日から別紙のとおり決定しますロ

主ー」L一目

堂盤星主正E

殿

※附 款

1以下の事由が生じた場合は、特別加入に関する変更屈を労働局長（所轄労働基準監督署長経由）に届出を行

うこと。届け出た日の翠日以降30日以内の希望する日から、労働者災害補償保険法所定の効果を生じます。
（加入時健康診断が必要な者は、所轄局長の承認が必要です。）

ア 承認された者について、①氏名~従事する業務内容又は作業内容③事業主又は一人親方との関係を変更
したとき

イ 新たに特別加入者の要件に該当する者が生じた場合

ウ 特別加入者の要件に該当しなくなった者がし、る場合（全員が脱退する場合を除く）

2届出がない場合又は届出があっても災害が生じた後に届出がなされた場合には、上記の効果は生じません。
3 家内労働者については、当該承認の日に属する保険年度の末日までの期限付き承認となります。

この決定に不服がある場合には、決定かあったことを知った日町翌日から起算して印日以内川享生労働大臣に対して審

査請求をすることができます。 （決定があった日から1年を留品した場合を除きます。）
この決定に対する取消普訟は、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法草苦大臣となります。）、との決定が

あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起すると左ができます。 （決定かあった日から1年を経過した
場合を除きます。）
ただし、この決定があったことを知った日お翌日から起算して即日以内に審査請求をした場合には、取消苦訟l土その

審査請求に対する裁決グ送達を受けた日広翌日から起算して6か月以内に提起しなけれLf;fなりません。 俵憾と治宝あった日
: から1年を紐晶した場合を除きます二）



特構明1号濃凶

保険給付の対象についての留意点

特別加入された方が被災した場合、その災害が保険給付の対象となるか否かは、
厚生労働省労働基準局長が定めた基準により認定することとなっており、この基準

ではおよそ次のものが保険給付の対象となります。

また、特別加入前に発生した事由による負傷、疾病等に関しては、保険給付等が
行われません。

なお、疾病の判断のために、就業時聞を証明するものが必要となる場合がありま
す。

II中小事業主の方々の場合II

保険給付の対象となるのは、当該事業に所属する労働者が行う業務に準じた業務
による災害です。したがって、次の業務による災害は保険給付の対象となりません。

特別加入申請書の業務の内容欄に記載された所定労働時間外に行う業務
（ただし、当該事業場の労働者が時間外労働を行っている時間の範囲内である

ものを除く。）

中小事業主等の特別加入者が、事業主の立場において行う事業主本来の業務

（例えば、役員会議、事業主団体の会議への出席等。）

｜｜一人親方等の方々 の場合｜｜

保険給付の対象となるのは、その従事する事業又は作業の種類ごとに決められた
行為による災害に限られています。例えば、建設の事業に特別加入した方が店頭で
販売することを目的に自家肉作業場において製品を製造中に被った災害は保険給付

の対象となりません。

II海外派遣者の方々の場合II

保険給付の対象となるのは、圏内において労働者が被った災害と同じものです。
したがって、例えば、第三者の一方的な加害行為による災害、戦争の巻き添え災害、
特定の地域においては誰でも感染するような伝染病や風土病にり病した場合等につ

いては一般に保険給付の対象にはなりません。

なお、詳しくは最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。



中背革式第1号品主訪問

特別 加 入 承労働者災害補償保険 型通知書（続紙）
特別加入者の給付基礎日額決応

府県 所会実 管樗 基幹番号 校番号

労働保険番号
枚の内 枚目）

事蹴且合・事業
又は団体CT,名称

下記の者については、特別加入を認めません。

特別加入を認めない者の氏名 特別的日入を認めない理由



特様式第3号

労働者災害補償保検特別加入不承認通知書

労働保険番号

事務組合・事業
又は団体の名称

府県｜所掌i管轄 基幹番号

年 月 日付けで申請のあった

校番号

の特別加入については、下記の理由により承認しません。

承認しない理由

年 月 日付けで、届出のあった者のうち、

下記の者についての特B肋日入は認めません。

仁監己

枚の内 l枚目）

特別加入を認めない者の氏名 特別加入を認めない理由

空___lL__§_

主働昼iL.lQ.

殿

！ との決定に不服がある場合とは、決定があったことを知った日の翌日から起算してω日以内に厚牛労働大臣に対して審
査宝青求をすることができます。 「決定があった日から1年を組曲した場合を除きます。）
この決定に対する取消訴訟は、国を被告として儒訟におして国を代表する者は控務大臣となりま士）、との決定が

あったことを知った日庄翌日から起算して6か月以内に提起するこ左ができます。 （決定があった日から1年を経過した
場合を除きます。）
ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日ι内に審査請求をした場合には、取消訴訟は、その

審査請主に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。 懐紙があった日
から1年を組曲した場合を除きます。）



側議長可;m3号情説llJ

労働者災害補償保険特別加入不承認通知書（続紙）

府県 所掌 管轄 基幹番号 校番号

労働保険番号
枚の内 枚目）

事務組合y事業
又は団体の名称

下記の者についての特別加入は認めません。

特別加入を認めない者の氏名 特別加入を認めない理由



特有註場1号の2

労働者災害補償保険特別加入脱退承認通知書

労働保険番号

事務組合・事業
又は団体の名称

府県｜所掌｜管轄 基幹番号

年 月 日付けで、申請のあった

ロコ特別加入脱退にっし、ては、

年 月 日から別紙のとおり承認します。

生_____lL____§

校番 号

承認番号

~ 

盟昼主主E

殿

との決定に不服がある場合には、決定があったとどを知った日に翌日から起算して60日以内に厚生労働大臣に対して審 ： 
査清求をすることができます。 （決定があった日から1年を筒晶した場合を除きます。）
この決定に対する取消E碍~I土、国を被告として儲訟におし、て国を代表する者出泣務大臣となります。）、この決定が

あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 （決定があった日から1年を紐晶した
場合を除きます臼）
ただし、この決定があったとどを知った日¢翌日から起算して6日日以内に；審査青求をした場合には、取消訴訟は、その

審査請求に士、Tずる裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。 俵倣があった日
から1年を結晶した場合を除きます。）



特持註忠信号の2

労働者災害補償保険特別加入脱退不承認通知書

労働保険番号

事務組合・事業
又は団体の名称

府県 l所掌l管轄 基幹番号

年 月 日付けて、申請のあった

校番号

の特別加入脱退については、下記の理由により承認しません。

主----1:!一一旦

殿

労働局長印

この決定に不月財ミある場合には決定があったことを知った日庄翌日から起算して60日以内に厚生矧動大臣に対して審
査請求をすることができます。 f決定があった日から1年を組晶した場合を除きます。）

この決定に対する取消訴訟は、国を被告として（訴訟において閏を代表する者は法務大臣となります。）、この決定が
あったことを知った目立翌日から起算して日か月以内にあ記することができます。 （決定かあった日から1年を経過した
場合を除きますユ）
ただし、との決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に審査請求をした場合には、取消訴訟は、その

審査青求に対する裁決の送達を受けた日¢翌日から起算して6か月以内に提起しなけれまなりません。 （裁決があった詞
から1年を溢血した場合を除きます。）

白亙己



特様式第4号

労働者災害補償保険
中小事業主等
一人親方等特別加入承認取消通知書
海外派遣者

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

労働保険番号 承認番号

事業場の名称

又は団体の名称

事業場の所在地

又は団体の所在地

保険加入者の氏名

3司掴伽尚賭時

年 月 日付けで承認した上記に係る

江特別加入について、労災保険法 の規定により

年 月 日付けをもって取消したので通知します。

年 月 日

労働局長

殿

印

この決定に不服がある場合には、決定があったと止を知った目白翌日から起算して曲目以内に厚生労働大臣に対して審

査清求をすることができます。 （決定があった日から1年を経過した場合を徐きます。）

との決定に対する取消訴訟は、国を被告として傭訟におして国を代表する者は詰議大臣となります。）、この海部く

あったニとを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 （決定があった日から1年を経過した

場合を除きます－0 ) 

ただし、この決定があったことを知った日庄翌日から起算して61日以内に審査清求をした場合には、関自訴訟は、その

審蓬請求に対する裁決の送遣を受けた目的翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。 （裁決かあった日

から1年を商品した場合を除きます。）

臼亙E



新IB対照表

0 昭和 40年 11月1日付け基発第 1454号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2

条の規定の施行についてj

改正後 現行

第1 （削除） 第 1 （削除）

第2 特別加入 第2 特別加入

1 （略） （略）

2 特別加入者の範囲 2 特別加入者の範囲

特別加入をすることができる者の範囲に 特別加入をすることができる者の範囲に

ついては、全面適用を目途とする中小事業の ついては、全両適用を目途とする中小事業の

保険加入の促進と事務組合の普及に資する 保険加入の促進と事務組合の普及に資する

ため、→定の中小事業主とその事業に従事す ため、 ゐ定の中小事業主とその事業に従事す

る者をその対象とするほか、特に自営業者に る者をその対象とするほか、特に自常業者に

ついては、業務の危険度、業務の範期！の明確 ついては、業務の危険度、業務の範囲の明確

性ないし特定性（業務上外の認定等保険関係 性ないし特定性（業務上外の認定等保険関係

の技術的処濯の可能性）等を考慮し、その範 の技術的処理の可能性）等を考慮し、その範

聞を定めたものである。その具体的範聞は次 囲を定めたものである。その具体的範囲は次

のとおりである。 のとおりである。

(1) 中小事業主等（労働者災害補償保政訟 (1) 中小事業主等（丘、第33条第 1号及び第2

~HII 22＇手法律第 50号コ以 F「法 とい 号）

j_,,_）第 33条第 1号及び第2号）

イ 中小事業主（法第33条第1号、労働者 イ rf1小事業主（法第33条第 1号、 fill第46

2よg｛＿箇箆民隆法続行規則u( ll{i手1130年労 条の16)

｛申ihih＇令首＇i22丹、以下 i¥11Jj レいう。）

第46条の16)

特別加入をすることができる中小事 特別｝JO入をすることができる中小事

業主は、常時300人（金融業、保険業、 業主は、常時300人（金融業、保険業、

不動産業、又は小売業会tたると＇~~とん 不動産業、又は小売業にあっては50人、

よ二重三在来斗にあっては50人、卸売業又 卸売業又はサービス業にあっては100

はサービス業手プ：iたる事業とする事業 人）以下の労働者を使用する事業主で

±にあっては100人）以下の労働者を使 あって、事務組合に当災保険事務の処

用する事業主であって、事務組合に丘 理を委託するもの（事業主が法人その

働保険事務の処理を委託するもの（事 他の団体であるときは、代表者）であ



業主が法人その他の団体であるとき｜ る。

は、代表者）である。

（イ）事業主の使用労働者数の算定は、~

護銀丘ζ笠飽E主E主主盗笠主主Jill)＿ま；去三五

－；－るニとがむきる事業主の場f；＇とい！

比一三一一三土mする労働者の車問込

主主回：：3（）立主よ全面t忠良占主主主1 J.：.＇裂＇Ji主

業コくは小舟業を主たる事業とする事

茎J三三金之三三回ム Jfli±~主RL迫:Z:

－ピス .~'i' をまーたる事業と寸る事業主

にあfコては100人）以Fの事業｝二であ

32c_＿主主主 iJ込よ討議＇？： Ll2＿志望

二上iヰ］二主主主金主主i!_!l主LU/5配；

告白そと合計した数によって判断1「べき

えよヰl..'_-）率三jJ!.己斗したがって、

個々の事業の使用労働者数が常時

300人、 50人又は100人以下であって

も、使用労働者二の総数が常時300人、

50人又は100人をこえるときは、その

事業主は、特別加入をすることがで

きない。

（ロ）～（ハ）（略）

（ニ）金融業、保険業、不動産業、卸売

業、小売業又はサービス業の業種の

区分については、旦:f:J::j1!Ji;/[:jま12:1塁

による二ととする。このi嘉合、消七百

｝＼（；ι本主主主ιよ孟茎ι且豆L星：：：［~主盟主

f主立当選1'¥l.j主必！業はこれらの：1fiHliこ合

めないで取りi1をうこととする什ネ主主

Z斗よ土と些笠主盗之瓦..2.J~i主主j_;z(i2

f土三三JLー立込三込匁史迄ii二主主出三！ー：三三

労働者紋を考J駐し亡、しいl';JLの業経

ζ長をどム丘三到蹴：t！立与む主二！：主！斗～

（イ）事業主の使用労働者数の算定は、

箆よ企生＿（ILJ'.i二回J?gエ~"23ミι したが

って、個々の事業の使用労働者数が

常時300人、 50人又は100人以下であ

っても、使用労働者の総数が常時300

人、 50人又はlCO人をこえるときは、

その事業主は、特別加入をすること

ができない。

（ロ）～（ハ）（賂）

（ニ）金融業、保険業、不動産業、卸売

業、小先業又はサービス業の業種の

区分については、箆よど，1_4_(l)_riJ三笠

じて判断ぺ「るものとする。



ロ 中小事業主が行う事業に従事する者

事業に従事する者とは、労働者以外

の者で事業に常態として従事する者を

予定したものである。事業主が法人で

ある場合にあっては、代表者以外の役

員のうち、労働者に該当しないものも、

これに含まれる。なお、法人役員一般

の取扱いについては、昭和39年3月 3

日付lf基発第273号通達を廃止し、改め

てlJIJ途通達する」lli1和初年11月15日付

け＞＆災発信18均記の筋2の 1 (2）参

盟c_J__ o 

(2) 人親方その他の自営業者とその事業

に従事する者（法第33条第 3号及び第4

号）

イ 一人親方その他の自営業者（則第46

条の17)

一人親方その他の自営業者であって

特別加入をすることができる者は「自

動車を使用して行う旅客又は貨物の運

送の事業」、「建設の事業（土木、建築そ

の他の工作物の建設、改造、保存ιJ亙

立主l皇、修理、変更、破壊若しくは解

体又はその準備の事業をいう。以下同

じ。）J、「漁船による水産動植物の採捕

の事業J、「林業の事業」、「医薬品の配

置販売の事業」」「再生利用の巨的とな

る廃棄物等の収集、運搬、選別、解体

等の事業」又は f船員法第L主ζ盟主主；

盃血色忌4ヨli皇主よーを労働者を使用し

ないで行うことを常態とする者であ

る。

労働者を使用しないで行うことを常

態とする者は、前記（1）イ（ロ）により常

時労働者を使用する者以外の者をいう

ロ 中小事業主が行う事業に従事する者

事業に従事する者とは、労働者以外

の者で事業に常態として従事する者を

予定したものである。事業主が法人で

ある場合にあっては、代表者以外の役

員のうち、うf働者に該当しないものも、

これに含まれる。なお、法人役員般

の取扱いについては、昭和39年3月 3

日付け基発第273号通達を廃止し、改め

て別途通達する。

(2）一人親方その他の自営業者とその事業

に従事する者（法第33条第3号及び第4

号）

イ 一人親方その他の自営業者（則第46

条の17)

一人親方その他の自営業者であって

特別加入をすることができる者は「自

動車を使用して行う旅客又は貨物の運

送の事業」、「建設の事業（土木、建築そ

の他の工作物の建設、改造、保存、修

理、変更、破壊若しくは解体又はその

準備の事業をし寸。以下向じ。）J、「j魚、

船による水産動植物の採捕の事業j、

「林業の事業j、rfli':薬品の配置販売の事

業J~三位「再生利用の国的となる廃棄物

等の収集、運搬、選別、解体等の事業j

を労働者を使用しないて、行うことを常

態とする者である。

労働者を使用しないで、行うことを常

態とする者は、前記(1）イ（ロ）により常

時労働者を使用する者以外の者をいう

ものとして取り扱う。したがって、た

またま臨時に労働者を使用することが



ものとして取り扱う。したがって、た

またま臨時に労働者を使用することが

あっても妨げない。

（イ）～（ニ） （目的

口（略）

(3）特定作業従事者（法第33条第5号）

イ（略）

ロ 指定農業機械作業従事者（則第16条

の185再1号ロ）

小規模農家を合めた自常農業者につ

いては、その業態の特殊性、災害発生

状況が的権に把隠されていない現状等

を考慮し、重度の障害を起こす危険度

が高いと認められる種類の農業機械を

使用する 定の農作業に従事する者に

限ることとした。

（イ）対象となる農業機械は、動力耕う

ん機その他の農業用トラクター、動

力溝掘機、自走式田被機、自走式防

除用機械、自走式収穫用機械、自走

式運搬用機械、動力揚水機、動力草

刈機、動力カッタ一、動力摘採機、

動力脱穀機、動力努定機、動力勢枝

機、チェーンソ一、単軌条式運搬機、

コンベヤ~， JEL<IJG;b＼＇~品twse.!i還であって

構造上人が乗ることができないもの

-（盈互主ム.LJ!'.!rl,_Hti：主l:__'.::Jさ盛重加

のち喰許j又；土調古；に｝白いるものに［！良

三~ーである（I沼手ri4C年労働省告示第

46号）。

（ロ） （副長）

ハ～卜（略）

(4) （略）

3 中小事業主等の特別加入手続

(1）事務組合に対するチJ1動保険事務の処理

あっても妨げない。

（イ）～（ニ）（略）

口（略）

(3）特定作業従事者（法第33条第5号）

イ（略）

ロ 指定農業機械作業従事者（買lj第46条

の18第1号口）

小規模農家を合めた自営農業者につ

いては、その業態の特殊性、災害発生

状況が的確に但握されていない現状等

を考慮し、重度の障害を起こす危険度

が高いと認められる稀類の農業機械を

使用する一定の農作業に従事する者に

限ることとした。

（イ）対象となる農業機械は、動力耕う

ん機その他の農業用トラクタ一、動

力潜掘機、自走式出植機、自走式｜坊

除用機械、自走式収穫用機械、自走

式運搬用機械、動力揚水機、動力草

刈機、動力カッター、動力嫡採機、

動力脱穀機、動力第定機、動力努枝

機、チェーンソー、単軌条式運搬機、

コンベヤーである（昭和40年労働省

告示第46号）。

（ロ）（略）

ハ～ト（略）

(4) （略）

:3 中小事業主等の特別加入手続

(1）事務総合に対する労災保険事務の処浬



の委託（法第33条第 1号）

特別加入をすることができる中小事業

主は、事務組合に対しさ土質l屋建亙盗の処

県を委託する者に限られる。

(2）加入申請（法第34条、則第46条の19、告

示様式第34号の 7)

イ（略）

口 同ーの中小事業主が 2以上の事業に

ついてそれぞれ保険加入をし、事務組

合に岩盤品盤亙盆の処理を委託してい

るときは、当該事業主及びその事業に

従事する者は、 1の事業のみについて

特別加入することができるのはいうま

でもないが、 2以上の事業について重

ねて特別加入をすることも妨げない。

ハ（略）

(3）～（4) （略）

4 （略）

5 特定作業従事者及び海外派遣者の特別加

入手続

特定作業従事者及び海外派遣者の加入手

続は、次のことを除いて、 一人親方等の手続

と同様である。

( 1) （略）

(2）指定農業機械作業従事者

イ（略）

ロ 労働者に係る保険関係成立手続の確

保

特別加入申詩書に記載される特別加

入予定者が、当該特別加入に係る事業

につき労働者を使用していることが明

らかとなった場合は、既に労働者に係

る保険関係成立届が提出されている場

合を除き、特別加入の申請又は特別加

入者の迫力日に関する t記の 3の（4）の

の委託（法第33条第1号）

特別加入をすることができる中小事業

主は、事務組合に対し主主民i盆歪主主の処

理を委託する者に限られる。

(2）加入申請（法第34条、員lj第46条の19、告

示様式第34号の 7)

イ（略）

ロ 同ーの中小事業主が 2以上の事業に

ついてそれぞれ保険加入をし、事務組

合に主主民感主主主の処理を委託してい

るときは、当該事業±及びその事業に

従事する者は、 1の事業のみについて

特別加入することができるのはいうま

でもないが、 2以上の事業について重

ねて特別加入をすることも妨げない。

ハ（略）

(3）～（4) （略）

4 （目的

5 特定作業従事者及び海外派遣者の特別加

入手続

特定作業従事者及び海外派遣者の加入手

続は、次のことを除いて、 A 人親方等の手続

と同様である。

(1) （略）

(2）指定農業機械作業従事者

イ（略）

口 労働者に係る保険関係成立手続の確

保

特別加入申請書盟主Eに記載される特

別加入予定者が、当該特別加入に係る

事業につき労働者を使用していること

が明らかとなった場合は、既に労働者

に係る保険関係成立届が提出されてい

る場合を除き、特別加入の申請又は特

別加入者の追加に関する t記の 3の



ハと同時に労働者に係る保険関係成立

届を提出させるとととし、提出がなさ

れない場合は特別加入の承認文は上記

の 3の（4）のハに基づく承認内容変更

決定を行わないこと。

(3）～（8) （略）

6 特別加入承認の基準

( 1) 中小事業主等の場合

中小事業主等については、当言亥事業の

’出動m主主設が事務組合に委託されるこ

とのほか、特別加入の承認について特段

の制約はないが、当該事業を労働者を使

用しないで行うことを常態とする事業主

及びその事業に従事する者については、

制度の趣旨及び法第33条第3号との関連

からいって、加入を認めないこととする

（前記 2(1）イ（ロ）参照）。

(2) 人親方等及び特定作業従事者の場介

一人親方等及び特定作業従事者の特別

}JrJ入の本認は、次のすべての基準に適合

する場合に行う。

イ 加入申請者たる団体l士、一人親方そ

の他の自常業者又は特定作業従事者の

相当数を構成員とするものであること

（連合団体は、これに該当しない。）。

これに 応該当するものとしては、例

えば、全国個人タクシ一連合会加盟の

単位団体、従来から擬制加入を認めて

きた建設の事業の一人親方回体、漁業

協同組合、農業協同組合等が考えられ

る。なお、職場適応訓練生の回体につ

いては、日lj途通達する（｜間不1141午Le月

辺立的斗泣笠童三皇室盟i 。

ロ（略）

ハ 当該団体の事業内容が労働保険事務

(4）のハと同時に労働者に係る保険関

係成立絹を提出させることとし、提出

がなされない場合は特別加入の承認、又

は t記の 3の（4）のハに基っく承認内

雰変更決定を行わないこと。

(3）～（8) （略）

6 特別加入承認の基準

(1）中小事業主等の場合

中小事業主等については、当該事業の

Ji_込昆箆］？j乏が事務組合に委託されるこ

とのほか、特別加入の承認について特段

の制約はないが、当該事業を労働者を使

用しないで行うことを常態とする事業主

及びその事業に従事する者については、

制度の趣旨及び法第33条第3号との関連

からいって、加入を認めないこととする

（前記2(1）イ（ロ）参照）。

(2) 人親方等及び特定作業従事者の場合

→人殺カ等及び特定作業従事者の特別

加入の承認は、次の寸べての基準に適合

する場合に行う。

イ 加入申請者たる団体は、一人親方そ

の他の自営業者；又は特定作業従事者の

相当数を構成員とするものであること

（連合団体は、これに該当しない。）。

これに応該当するものとしては、例

えば、全国僻｜人タクシ一連合会加提の

単位団体、従来から擬制加入を認めて

きた建設の事業の 人親方回体、 l'fll、業

協同組合、農業協同組合等が考えられ

る。なお、職場適応訓練生の団体につ

いては、月ljj会通達する。

口（略）

ハ 当該団体の事業内容がソj災保険事務



の処理令を可能とするものであること。の処理を可能とするものであること。

当該団体の事務体制、財務内容等か当該同体の事務体制、財務内容等か

らみて、堂進i自主主Z告を確実に処理すらみて、 2、週品塗主主主を確実に処理す

る能力があると認められること。る能力があると認められること。

その主たる事務当該団体の地区が、ホその主たる事務当該団体の地区が、ホ

所の所干宅地を中心として労働保険の保所の所在地を中心として労働j保険の保

険料の徴収等に関する法律施行規則l第険料の徴収等に関する法律施行規則

6条第2項第4号ーに定める区域に相当

する区域をこえないものであること。

｜徴

ili'.魁よーえに＿2L」第6条第2項第4号

に定める区域に相当する阪域をとえな

（日日平日47年労働省令浮！ 8一号二以下

いものであること。

（略）ノ＼、（略）〆＼

人親方その他の臼営業者の団体及ト人親庁その他の自営業者の団体及ト

び特定作業従事者の団体が定めるべき

業務災害の防止に関する措置について

は、次のとおり取り扱うこと。

び特定作業従事者の団体が定めるべき

業務災害の防止に関する措置について

は、次のとおり取り扱うこと。

（イ）自動車を使用して行う旅客又は貨（イ）自動車を使用して行う旅客又は貨

物の運送の事業にあっては、道路交

通法、道路運送法、道路運送車車両法

物の運送の事業にあっては、道路交

通法_(ii[(駐在主主箆箆122支よ、道路

運送法 (i昭和初年法HtN~l83吟）、道 等により安全に関する規制が行われ

ているので、業務災害の防止に腐す路運送車輔法」盟~!:E盗JJ!wlli!i

る措置の内容を記載した書類の添付主L等により安全に関する規制lが行

は原動機付向転車を使用するバイクわれているので、業務災害の防止に

便事業者がし、ない団体に限り、必ず関する借置の内容を記載した書類の

しも必要でない。添付は原動機付自転車を使用するパ

イク便事業者がいない団体に限り、

必ずしも必要で、ない。

（ロ）（略）（略））
 

ロ（
 

（ハ）建設の事業及び特定作業従事者の（ハ）建設の事業及び特定作業従事者の

作業については、 )jlj途通達すると

ころlこよるとと。

作業については、別途通達すると

ころによること ilia記虫笠よ二月 11

II 付け基災続前20~二塁1llh__l一。

（時）チ（略）チ

（略）7 （略）7 

（略）8 （略）8 



9 業務上外の認定（法第37条、貝IJ第46条の26)

特別加入者の業務又は作業（職場適応訓練

作業を除く。）の内容は、労働者の場合と異

なり、労働契約に基づく他人の指薄命令によ

り他律的に決まるものではなく、当人自身の

判断によっていわば主観的に決まる場合が

多し、から、その業務又は作業の範囲を確定す

ることが通常悶難である。このことは、法第

33条第 1号及び第 3号該当者において特に

著しい。

このため、特別加入者の業務災害について

は、一般的な某準の設定が木省局長に委任さ

れたのであり、特別加入者についての業務上

外の認定は、加入申請書記載の業務又は作業

の内容を基礎とし、木省局長作成の基準に従

って行うこととなる。この基準については、

別途通達する（附和ω午12]]時日付け続発資3

1旦よ丘三さlllio_)。

10 （略）

11 （略）

12 （略）

13 保険料

(1）保険料率

イ～ロ （目的

ハ一人親方等及び判定作業従事者につ

いては、一人親方その他の自営業者及

び特定作業従事者の団体ごとに霊kJl1魁

別芸~'.f'iei （第一主連~！出血λ的障此杢却

に定める保険料率が適用される（盤虫

g11~~三丞）。

(2) （略）

(3) （略）

9 業務上外の認定（法第37条、員IJ第46条の26)

特別加入者の業務又は作業（職場適応訓練

作業を除く。）の内容は、労働者の場合と異

なり、労働契約に蒸づく他人の指揮命令によ

り他律的に決まるものではなく、当人自身の

判断によっていわば主観的に決まる場合が

多し、から、その業務又は作業の範囲を確定す

ることが通常困難である。このことは、法第

33条第 1号及び第3号該当者において特に

著しい。

このため、特別加入者の業務災害について

は、 般的な基準の設定が本省局長に委任さ

れたのであり、特別加入者についての業務上

外の認定は、加入申請書記載の業務又は作業

の内容を基礎とし、本省局長作成の基準に従

って行うこととなる。この基準については、

別途通達する。

10 （目存）

11 （略）

12 （略）

13 保険料

(1）保険料率

イ～口（略）

ハ 一人親方等及び特定作業従事者につ

いては、一人親方その他の自営業者及

び特定作業従事者の団体ごとに則別表

m1oc特別加入事業｛栄険料率表） Iこ定め

る保険料率が適加される（出血坐丞2

~：］）。

(2) （略）

(3) （略）



日rj添 労働者災害補償保険審議会の答申 別添： 労働者災害補償保険審議会の答申

（略） （略）

別添 1 特様式第 1号 （略） 別添1 特様式第1号 （略）

別添2 特様式第3号 （略） 別添2 特様式第3号 （略）

日lj添 3 特様式第1号の2 （略） 別添3 特様式第1号の 2 （略）

日lj添4 特様式第3号の 2 （略） 別添4 特様式第3号の 2 （略）

日lj添5 特様式第4号 （略） jjlj添5 特様式第4号 （略）

0 平成 26年3月 26日付け基発 0326第 1号「労災保険特別加入関係事務取扱手引について」

改正後

I 労災保険特別加入制度の基本等

第 1～第 2 （略）

第3 特別加入者の範囲

2 人親方等

(l)～（4) （略）

(5) 医業品の配置販売の事業（労災貝rj第 46

条の 17第5号）

阪薬品、医療li!il紫等の品質、宵効性及び

窓会iまの確保等に関する法律（昭和 35年法

律第 145号）第 30条の許可を受けて行う医

薬品の配置販売業を行う者が該当する。

(6）～（7) （略）

3 特定作業従事者

( l) （略）

(2) 指定農業機械作業従事者（労災則第 46

条の 18第1弓ロ）

農業における土地の耕作若しくは開墾又

は植物の栽培若しくは採取の作業であっ

て、厚生労働大臣が定める次の種類の機械

(S40. 10. 30労働省告示第46号）を使用す

る作業に従事する者（以下「指定農業機械

作業従事者」とし寸。）をし寸。

現行

I 労災保険特別加入制度の基本等

第1～第2 （略）

第3 特別加入者の範図

2 一人親方等

(1）～（4) （略）

(5) 医薬品の配置販売の事業（労災則第 46

条の 17第5号）

墾亙盗（昭和 35年法律第 145号）第 30

条の許可を受けて行う医薬品の配段販売業

を行う者が該当する。

(6）～（7) （略）

3 特定作業従事者

(1) （略）

(2) 指定農業機械作業従事者（労災則第 46

条の 18第1号ロ）

農業における土地の耕作若しくは開墾又

は植物の栽培若しくは採取の作業であっ

て、厚生労働大臣が定める次の種類の機械

(S40. 10. 30労働省告示第 46号）を使用す

る作業に従事する者（以下「指定農業機械

作業従事者」という。）をいう。



なお、指定農業機械を使用する農作業のなお、指定農業機械を使用する農作業の

範閉は、土地の耕作宥しくは開懇又は植物範賭は、土地の耕作若しくは開墾又は植物

の栽培若しくは採取の作業に限られ、養蚕、の栽培若しくは採取の作業に限られ、養蚕、

養畜等の作業を合まない。

（路）ア～ワ

（新設）

(3）～（7) （略）

（略）

（略）

第4～第9

4 

養畜等の作業を含まない。

（略）

':'2：二盟斗よー

(3) ～ (7) （目的

ア～ウ

〕

（略）

（略）

第4～第9

4 

（略）II （路）II 

局における事務処理III 局における事務処理III 

（略）ー

よ

り

ん

第

第

（略）第 1

中小事業主等に係る審査

中小事業主等の特別加入の申誇につい

ては、事業主が、所轄局長に対して所定事

項を記載した「特別加入申請書（中小事業

中小事業主等に係る審査

中小事業主等の特別加入の申請につい

ては、事業主が、所轄局長に対して所定事

項を記載した「特別加入申請書（中小事業

第 2

を所轄箸（告示様式第 34号の 7)主等）」を所轄署（告示様式第 34号の 7)主等）」

局において長を経由して提出するので、局において長を経由して提出するので、

は、次の事項について審査を行った上、承は、次の事項について審査を行った上、承

認、又は不承認を決定するとと。認又は不承認を決定すること。

なお、申請書の「業務の内容J欄についなお、申請書の「業務の内容j欄につい

ては、中小事業主及びその事業に従事するては、中小事業主及びその事業に従事する

者各人の業務の範聞を明確にし、業務上外

の認定の適正を期するため、業務の具体的

内容の明記を求めること。

者各人の業務の範囲を明確にし、業務上外

の認定の適正を期するため、業務の具体的

内容の明記を求めること。

京認、に係る留意事項1 求認、にイ系る留意事項1 

中小事業主等の特別加入者の承認に当中小事業主等の特別加入者の承認に当

たっては、次の事項に留意すること。

(1）～（2) （略）

(3) 当該事業について労災保険に係る保

たっては、次の事項に留意すること。

（田各）(1）～（2) 

当該事業について労災保険に係る保(3) 



険関係が成立していること

労災保険に係る保検関係は労働者を

使用することにより当然に成立するが、

当該事業について徴収法第4条の 2に

基づく保険関係の成立の届出が行われ

ていることを要する。

ア（略）

イ 数次の請負による建設の事業の下請

け事業を行う事業主（ウを除く。）

（了）（略）

（イ） （了）の事業について成立した保険

関係に基づき特別加入をした事業主

は、その行う事業が、元請事業であ

ると下請事業であるとを問わず、ま

た、 括有期事業の基準以上の事業

を行った場合についても、すべての

の事業について成立している保険関

係に基づく特別加入者として取り級

'.) 0 

ウ～エ（略）

(4）～（5) （略）

2～3 （略）

第 3 （略）

第4 特定作業従事者に係る審査

1 （略）

2 特定農作業従事者

特定農作業従事者に係る特別加入団体及

び特別加入者の示認に当たっては、次の事項

に留窓すること。

(1) 団体の承認に係る留意事項

特別加入に際して、特定農作業従事者

の特別加入団体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容

険関係が成立していること

労災保険に係る保険関係は労働者を

使用することにより当然に成立するが、

当該事業について徴収法第4条の 2に

基づく保険関係の成立の届出が行われ

ていることを要する。

ア（路）

イ 数次の言青負による建設の事業の下請

け事業を行う事業主（ウを除く。）

(7) （日各）

（イ） (7)の事業について成立した保険

関係に基づき特別加入をした事業主

は、その行う事業が、元請事業であ

ると下請事業であるとを問わず、ま

た、一括有期事業の基準以上の事業

を行った場合及び労働者lこ係る保険

関係が成立しぐにし、事務所、一生童数笈

において行われる業務についても、

すべて（7)の事業について成立して

いる保険関係に基づく特別加入者と

して取り扱う。

ウ～エ（略）

(4）～（5) （略）

2～3 （略）

第 3 （略）

第4 特定作業従事者に係る審査

1 （略）

2 特定農作業従事者

特定農作業従事者に係る特別加入団体及

び特別加入者の承認に当たっては、次の事項

に留意すること。

(1) 団体の承認に係る留意事項

特別加入に際して、特定農作業従事者

の特別加入団体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容



については「業務災害防止規則例」

(H3. 4. 12基発第259号別紙2）に定めるも

のと実質的に同じ内容を求め、これを申

請書に添付させること。

なお、回転、翼航＇＇：＂機であノ｝て構 i告上人

立U亙ζJ斗一今ム

幸：；L急裟ι~t±ム亙エ笠l__＜；＿ぶ坦也凶U!__ ) 

足目セ布又：立調述i；こ肘いるもの；こ｜駁る）に｛

j主りJ土.9.一笠並ゴ歪広呈；三左ム丘L佳iよヱとエ

j.:;L_乏：；1詰；担上」さ託L主（，一三i~友ii芸L正受設え三~~

人..リコブす一－手ii用f主討す桁湾問針：（＇打点

JtE_:LEL~ 出土立山塁盗塁よ9立旦望室墜［

,,l8斗;j,f:S;泊先 I）を遊寸ニす~設がぶi土

'1ばならないことr

(2) ア （目的

イ事業場の単位

事業場については、 1農家単位を基

本とする。ただし、農家の集団が共同

で作業を行う場合（し、わゆる地域営農

集団（以下「営農集凶」という。）又は

農事組合法人をしづ。）は、事業場の規

模を判断するに当たり、当該集団を 1

つの事業場として取り扱う。したがっ

て、個々の農家の規模が小さくても、

営農集団又は農事組合法人において経

営耕地面積2ヘクタ←ノレ以と又は農業

生産物総販売額300万円以上であれば、

各構成農家につき特別加入のための規

模要件を満たすものとして取り扱う。

なお、営農集団であるか否かの判断

は、

① 代表者及び構成員の定めがあり、

定款や規約等が整備されていること

② 共同作業の方法その他の集団内の

作業に関する定めがあること

については「業務災筈防止規則例」

(H3. 4. 12基発第259号別紙2）に定めるも

のと実質的に同じ内容を求め、これを申

請書に添付させること。

(2）ア（略）

イ事業場の単位

事業場については、 1農家単位を基

本とする。ただし、農家の集団が共同

で作業を行う場合（し、わゆる地域営農

集団（以下「営農集団Iという。）又は

農事組合法人をいう。）は、事業場の規

模を判断するに当たり、当該集団を 1

つの事業場として取り扱う。したがっ

て、個々の農家の規模がノj、さくても、

営農集団又は農事組合法人において経

営耕地面積2ヘクターノレ以上又は農業

生産物総販売額300万円以 tであれば、

各構成農家につき特別加入のための規

模要件を満たすものとして取り扱う。

なお、営農集団であるか否かの判断

は、

① 代表者及び構成員の定めがあり、

定款や規約等が整備されていること

② 共同作業の方法その他の集団内の

作業に関する定めがあること



によるこ主ι

ウ（｜略）

(3) 申請書に添付する資料

承認要件を確認するため、申請書には次

の資料の添付を求めること。

ア 年間農業生産物総販売額又は経営耕地

面積の証明書

年間農業生産物総販売額又は経営耕地

面積の証明書を申請書に添付させるこ

と。ただし、農事組合法人の構成員とし

て申出があった場合は、イに定める書類

の提出で足りるものとする。

年間農業生産物総販売額の証明書とし

ては、農協に販売した場合には農協の証

明書（113.4. 12基発第 259号別紙3）、市場

に 売却した場合には市場の 証 明 書

(H3. 4. 12基発第259号別紙4）を添付する

ものとするが、税務署に提出した所得税

青色申告決算書（農業所得用）の控え（税

務署の受領印のあるものに限る。）の写し

による主2-,__＇.主主主主比」 L主Lt;_二辻、三

は、 (Ii及び（2〕U)2基;I{1斗が整備されてい

るれのとして取り扱って去し文之主主

しL

（波） ヨミ説集団とi士、水田農業1総立対策

斜面史編（日間Ili2主豆旦_'.l_Q__ Jl(J-~ 

監査当~－ )_§_20号農林A＜盗事務次官扇茂山

添ハ参考 1）別紙1I）〕箭 2の3に民 3く

水rn農業確立対策実施嬰筒（昭和162年

三点J立旦起:.U」え車五第 1821号農林水

主主省農夜間京局長j通達~iJiiG，，参考 2 ）日lj

K！~ l(,l)__i'i'iil＿＿（＿組主主主＼＇！（！）_Z(i豆企笠］_(I_)_;}_

L全住性二主主ネi土聖t.20_(1_2_~亘宣車生

生i蛍単位育r&tm算；）又は（3) （生I主組織力II

第）のと交付要件合計前たすものをいうわ

ilfhム呉基主主筆15_旦呈：委主1よ

ウ（略）

(3) 巾請苦手に添付する資料

承認要件を確認するため、申請書には次

の資料の添付を求めること。

ア 年間農業生産物総販売額又は経営耕地

面積の証明書

年間農業生産物総販売額又は経営耕地

雨積の言正明書を申請書に添付させるこ

と。ただし、 (2）イの「生往左集問｜又は

農事組合法人の構成員として申出があっ

た場合は、イに定める書類の提出で足り

るものとする。

年間農業生産物総販売額の証明書とし

ては、農協に販売した場合には農協の証

明書（H3.4_ 12基発第 259号jjlj紙 3）、市場

に 売 却 し た 場 合 に は 市 場 の 証明書

(113. 1. 12基発第259号別紙4）を添付する

ものとするが、税務署に提出した所得税

青色申告決算書（農業所得用）の控え（税



その他年間農業生産物総販売額を証明で

きる書類の添付でも差し支えない。

経営耕地面積の証明は、市町村の農業

委員会の証明書（H3.4. 12基発第 259号別

紙 5）によるものとτ「る。

イ 営農集団等としての証明

特別加入者のうち（2）イの営農集団の

構成員として巾出があった場合について

は、（2）イの①及び②の定款・規約及び共

同作業等の定めを記載した書面i）~ぴに当

該営農集団の構成員名簿を提出させるこ

と。

農事組合法人の構成員として申出があ

った場合は、農事組合法人登記簿の謄本

及び当該申出をした者が当該農事組合法

人の車且合員であることを証明する書面を

提出させること。

3 指定農業機械作業従事者

指定農業機械作業従事者に係る特別加入

団体及び特別加入者の承認に当たっては、次

の事項に留意すること。

( 1) 団体の承認に係る留意事項

特別加入に除して、特定農作業従事者

の特別加入団体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容

については「業務災害防止規則例」に定

めるものと実質的に同じ内容を求め、予

れを申請書に添付させること。

また、回転翼航三空機であ•＇）て布持活主上人

務署の受領印のあるものに限る。）の写し

その他年間農業生産物総販売額を証明で

きる書類の添付でも差し支えない。

経営耕地雨積の証明は、市町村の農業

委員会の証明書（113.4. 12基発第 259号日lj

紙 5）によるものとする。

イ 営農集団等としての証明

特別加入者のうち（2）イの営農集団の

構成員として申出があった場合について

は、＇l'! 該当日lj加入者が （2） 壬 ~J__I土き袋

町」の構成はである場命には市町村長c:・.'f

盟主よりどi詮立与JL五回一L t凶土目立七

三主J官官（？忍苦：（11-:.r日産主主iむt2J吸お主夏飽

出血並立笠LユI.iiムー参：考 2）の＂'fしをiた出

.＇.＇.＇..三江主 2血u..:;,之とこ三ヰー（2）イの①及び

②の定款・規約及び共同作業等の定めを

記載した書面並びに当該営農集団の構成

員名簿を提出させること。

農事組合法人の構成員として申出があ

った場合は、農事組合法人霊長記簿の謄本

及び当該申出をした者が当該農事組合法

人の組合員であることを証明する書面を

提凶させること。

3 指定農業機械作業従事者

指定農業機械作業従事者に係る特別加入

団体及び特別加入者の承認に当たっては、次

の事項に留意すること。

(1) 団体の承認に係る留意事項

（新設）

特別加入に際して、特定農作業従事者

の特別加入居体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容

については「業務災害防止規則例Jに定

めるものと実質的に同じ内容を求め、こ

れを巾請書に添付させること。



主主る一二一ζ止と立た弘、ものを使用する作

業（農薬 HI".•料、種子若しくは胤努郊の

監査_RI土制部二j刊し、るものに怒るι）に従

主士ふ宣L一韓1＆院である開制こういて

は災復i幼止規程に当該作業従守王者がけl¥

ム:::::.-1三三之二；主Utlt説!ill!liをrllJl:L_(.:'f成

立生三刀~旦m之ii Jj主主主第 1974号店主張関

主主防長通知）をj藤守する話の記載がなけ

ればならない二~cC

(2) （略）

4～10 （略）

第5～第8 （略）

N 保険給付に係る事務処理

第1 業務遂行性

1 業務遂行性

(1) .（略）

(2）一人親方等

人親方等の業務遂行性が認められる

範阪は、事業の区分に応じて定めており、

その内容は次のとおりである。

ア～エ（略）

オ 医薬品の配置販売の事業を行う者及

びその事業に従事する者

当該人親方等の業務遂行性は、住居

を出た後の最初の用務先からその日の最

後の用務先までの問において行う医薬品

の配置販売業務（医薬品の仕入れを含む。

以下同じ。）及びこれに直接附帯する行為

並びに医薬品の配置販売業務を行うため

に出張する場合（住居以外の施設におけ

る宿泊を伴う場合に｜浪る。）について認め

る。

ただし、この場合の医薬品の配置販売

業務はi京薬品、医療機器等の，［／，質、有効

(2) （略）

4～10 （略）

第5～第8 （略）

N 保険給付に係る事務処理

第1 業務遂行性

1 業務遂行性

( 1) （略）

(2) 人親方等

一人親方等の業務遂行性が認められる

範囲は、事業の区分に応じて定めており、

その内容は次のとおりである。

ア～エ (I略）

オ医薬品の配置販売の事業を行う者及

びその事業に従事する者

当該一人親方等の業務遂行性l士、住居

を出た後の最初の用務先からその日の最

後の用務先までの間において行う医薬品

の配置販売業務（医薬品の仕入れを含む。

以ド同じ。）及びこれに直接F付帯する行為

並びに医薬品の配置販売業務を行うため

に出張する場合（住居以外の施設におけ

る宿泊を伴う場合に限る。）について認め

る。

ただし、この場合の医薬品の配置販売

業務は薬事法（昭和l35年法律第 115号）



社主i:._0足会民公護保宅nこ 附ι！る法律（昭

和 35年法律第 145号）第 32条及び閃法

l庖行規則（昭和 36年厚生省令第 l珍）策

150条の規定により都道府県知事に届け

出た配置販売に従事する広域及び期間内

において行うものでなければならない。

(S5 l. 9. 29基発第 697号）

カ～キ （目的

(3）～（ 4) （略）

2 （略）

第2～第4 （略）

v （略）

第 32条及び同法施行規則J(I昭和 36年厚

生省令第 l号）第 150条の規定により都

道府県知事に局け出た配置販売に従事す

る区域及び期間内において行うものでな

ければならない。（S51.9. 29基発第697号）

カ～キ（略）

(3）～（4) （略）

2 （略）

第2～第4 （略）

v （略）



新旧対照表

0 昭和 40年 11月1臼付け基発第 1454号『労働者災害補償保険法の一部を改正する法律第2

条の規定の施行についてJ

改正後 現行

第1 （削除） 第 1 （削除）

第2 特別加入 第2 特別加入

l （略） 1 （略）

2 特別加入者の範凶 2 特別加入者の範囲

特別加入をすることができる者の範囲に 特別加入をすることができる者の範囲に

ついては、全面適用を目途とする＇ f＇小事業の ついては、全面適用を目途とする中小事業の

保険加入の促進と事務組合の普及に資する 保険加入の促進と事務組合の普及に資する

ため、 定の中小事業主とその事業に従事す ため、一定のヰI小事業主とその事業に従事す

る者をその対象とするほか、特に自営業者に る者をその対象とするほか、特に自営業者に

ついては、業務の危険度、業務の範囲の明確 ついては、業務の危険度、業務の範囲の明確

性ないし特定性（業務上外の認定等保険関係 性ないし特定性（業務上外の認定等保険関係

の技術的処理の可能性）等を考慮し、その範 の技術的処理の可能性）等を考慮、し、その範

聞を定めたものである。その具体的範囲は次 囲を定めたものである。その具体的範囲は次

のとおりワある。 のとおりである。

(1) 中小事業主等（：差盛者災容補償保険法 (1) 中小事業主等（法第33条第1号及び第2

~－＠＇（J'J:I 店主生主主律第 50 号づ以下「1Li とし、 号）

立ム）第 33条第1号及び第2号）

イ 中小事業主（法第33条第1号、うi）働者 イ 中小事業主（法第33条第 1号、 Elli第46

災害撞簡保険法迎行規Pl_(lll"L白：泣生泣 条の16)

働省、fJ守122i告。 r.1-・r i同Jj とし、うο ）

第46条の16)

特別加入をすることができる中小事 特別加入をすることができる中小事

業主は、常時300人（金融業、保険業、 業主は、常時300人（金融業、保険業、

不動産業、又は小売業乞主主室主主よ 不動産業、又は小売業にあっては50人、

寸一る事業主にあっては50人、卸売業又 卸売業又はサービス業にあっては100

はサービス業を主たる事業とする事業 人）以卜A の労働者を使用する事業主で

主にあっては100人）以下の労働者を使 あって、事務組合にさi'l:U!foJ傘生設の処

用する事業主であって、事務組合に労 理を委託するもの（事業主が法人その

働保検事務の処浬を委託するもの（事 他の団体であるときは、代表者）であ



業主が法人その他の閏体であるとき

は、代表者）である。

（イ）事業主の使用労働者数の算定は、中

益金fl~U;Ji:J.d!l話日去＿')l:j去の処却を委託

｝「ることができる事業主の場合と問

；僅ι三：02士主J1t1…金主盟..章一C(JJ!ll1担：A

11¥ヨ担mムiゑ捜し紫、保険業 7二羽Jr'f 
柴又は小売業を主たる事業とする事

:'.ILLL三主2-'.2三j主，"iQム2.JlliL主主三i主主

二~.t:::.;主主党；；tt~，~；；，－主主主ζ丈ゑ虫送主

にあっては100人JJJT、ーの事業主であ

_;;, ；主主；， ~」斗ムび）事業会fl う事業

主Lヰょ之三思ιー仕事業のr宅用労働c"/c(・

数を（：j-託iーした数：こよって判断すべき

J二一心主一、立主三ム／）：＿v＇＂＇－－したがって、

個々の事業の使用労働者数が常時

300人、 50人又は100人以下であって

も、使用労働者の総数が常時300人、

50人又は100人をこえるときは、その

事業主は、特別』LI入をするととがで

きない。

（ロ）～（ハ）（略）

（ニ）金融業、保険業、不動産業、卸売

業、小売業又はサービス業の業種の

区分については、立五盟主単装え2i!'l

によること Eずる。この場合、消帰

五4笠及、＿_,!;___ifL'!fi._,___1L4iJl HU阻茎

比三五位店箆盟主i主よぶム主選獲i三ii
／／）~（し、て＇ fj';_ I) j)Q lこととヰるu fょ：H、

三J:d,L<0¥tI重三主主主jrj主主J斗~__cb_

三二日主ιJ主主ι亡Jl_U_)1事11\-L~一位 IJ1七五

労働者数を Fi）.蕊して、いずれの茎翠

ζ位 f；：会；！J・±JJtl:i!f.1:.2J)_(l!j二三二三＂＇－－－

る。

（イ）事業主の使用労働者数の算定は、

笠＿l_(!)_1__¥J_）よ白血手以ι したが

って、個々の事業の使用労働者数が

常時300入、 50人又は100人以下であ

っても、使用労働者の総数が常時300

人、 50人又は100人をこえるときは、

その事業主l士、特別加入をするとと

ができない。

（ロ）～（ハ）（略）

（ニ）金融業、保険業、不動産業、卸完

業、小売業又はサービス業の業種の

灰分にっし、ては、主LlUJ_一生）J)__tJJ_;_準

じ亡ヰIJI桁v「るものと－g--る口



ロ 'I I小事業主が行う事業に従事する者

事業に従事する者とは、労働者以外

の者で事業に常態として従事する者を

予定したものである。事業主が法人で

ある場合にあっては、代表者以外の役

員のうち、労働者に該当しないものも、

これに含まれる。なお、法人役員一般

の取扱いについては、昭和39年 3月3

日付け基発第273号通達を廃止し、改め

て別途通達する（｜山手WIO年11月1s L1f:1: 

け基災発筑間弓認の筋2の l (2）参

P-IiL-ム
(2）一人親）；その他の自営業者とその事業

に従事する者（法第33条第3号及び第4

号）

イ 人親方その他の自営業者（貝IJ第46

条の17)

A 人親方その他の自営業者であって

特別加入をすることができる者は「自

動車を使用して行う旅客文は貨物の運

送の事業j、「建設の事業（土木、建築そ

の他の工作物の建設、改造、保存L」豆

些回盤、修理、変更、破壊若しくは解

体又はその準備の事業をいう。以下同

じ。）」、「漁船による氷産動植物の採摘

の事業I、「林業の事業」、「医薬品の配

置販売の事業Lr再生利用の目的とな

る廃棄物等の収集、運搬、選別、解体

等の事業JXは「船員法第1条lこ規定す

よ2-.fil長J~!!.'Ji }JI茎」を労働者を使用し

ないで行うととを常態とする者であ

る。

労働者を使用しないで行うことを常

態とする者は、前記（1）イ（ロ）により常

時労働者を使用する者以外の者をいう

ロ 中小事業主が行う事業に従事する者

事業に従事する者とは、労働者以外

の者で事業に常態として従事する者を

予定したものである。事業主が法人で

ある場合にあっては、代表者以外の役

員のうち、労働者に該当しないものも、

これに含まれる。なお、法人役員一般

の取扱いについては、昭和39年3月3

日付け基発第273号通達を廃止し、改め

て別途通達する。

(2）一人親方その他の自営業者とその事業

に従事する者（法第33条第3号及び第4

号）

イ 一人親方その他の自営業者（則第46

条の17)

人親方その他の自営業者であって

特別加入をすることができる者は「自

動車を使用して行う旅客又は貨物の運

送の事業」、「建設の事業（土木、建築そ

の他の工作物の建設、改造、保存、修

理、変更、破壊若しくは解体又はその

準備の事業をいう。以下同じ。）」、「漁

船による水産動植物の採械の事業l、

「林業の事業」、「医薬品の配置販売の事

業」又は「再生利用のR的となる廃棄物

等の収集、運搬、選別、解体等の事業J

を労働者を使用しないで行うことを常

態とする者である。

労働者を使用しないで行うことを常

態とする者は、前記（1）イ（ロ）により常

時労働者を使用する者以外の者をいう

ものとして取り扱う。したがって、た

またま臨時に労働者を使用することが



あっても妨げない。たしたがって、ものとして取り扱う。

またま臨時に労働者を使用することが

あっても妨げない。

（略）（イ）～（二）（略）（イ）～（ニ）

（略）

(3）特定作業従事者（法第33条第5号）

ロ（略）

(3）特定作業従事者（法第33条第5号）

ロ

（略）イ（日臨）イ

指定P農業機械作業従事者（則第16条ロ指定農業機械作業従事者（員lj第46条ロ

の18第 1号ロ）の18第 1号ロ）

小規模農家を含めた白営農業者につ小規模農家を含めた自営農業者につ

その業態の特殊性、災害発生し、ては、いては、その業態の特殊性、災害発生

状況が的確に把握されていない現状等状況が的確に肥援されていない現状等

を考慮し、重度の障害を起こす危険度を考慮し、重度の障害を起こす危険度

が高いと認められる種類の農業機械をが清川、と認められる積類の農業機械を

使用する一定の農作業に従事する者に使用する一定の農作業に従事する者に

限ることとし7こ。限ることとした。

（イ）対象となる農業機械は、動力耕う（イ）対象となる農業機械は、動力耕う

ん機その他の農業用トラクター、場jん機その他の農業用トラクター、動

自定式防自走式回横機、力溝掘機、白走式防白走式出植機、力溝掘機、

除用機械、自走式収穫期機械、自走自走自走式収穫用機械、除用機械、

式運搬用機械、動力揚水機、動力草式運搬用機械、動力揚水機、動力草

刈機、動力カッタ一、動力摘採機、

動力脱穀機、動力努定機、動力努校

メlj機、動力カッタ←、動力摘採機、

動力脱殺機、動力第定機、動力努枝

機、チェーンソ←、 fl'.軌条式運搬機、 機、チェーンソ一、単軌条式逮捕空機、

コンベヤーぞある（昭和40年労働省

告示第46号）。

コンベヤー [r日転滋是正宗機であって

権法上人が乗ることができなし、もの

）散 1甘又J土週二担i肢とゑlLじ21ζ11';

三ιJーである（日目和40年労働省告示第

46 8）。

（略））
 

ロ（
 

（略））
 

ロ（
 

（略）ハ～ト（略）ハ～卜

（略）(4) （日ヰ）(4) 

中小事業主等の特別加l入手続

(1）事務組合に対する労災保険事湾の処理

:1 中小事業主等の特別加入手続

(l）事務組合に対するJ］働保険事務の処理

3 



の委託（法第33条第1号）

特別加入をするととができる中小事業

主は、事務組合に対し主i致f!t!i0-＿喪主主ーの処

理を委託する者に限られる。

(2）加入申請（法第34条、貝リ第46条の19、告

示様式第34号の 7)

イ（略）

ロ 同 の中小事業主が2以上の事業に

ついてそれぞれ保険加入をし、事務組

合に笠蝕民監主主主の処理を委託してい

るときは、当該事業主及びその事業に

従事する者は、 1の事業のみについて

特別加入することができるのはいうま

でもないが、 2）以上の事業について重

ねて特別加入をすることも妨げない。

ハ（略）

(3）～（4) （略）

4 （略）

5 特定作業従事者及び海外派遣者の特別加

入手続

特定作業従事者及び海外派遣者の加入手

続は、次のことを除いて、一人親方等の手続

と同様である。

(1) （略）

(2）指定農業機械作業従事者

イ（略）

口 労働者に係る保険関係成立手続の確

保

特別加入申請書に記載される特別加

入予定者が、当該特別加入に係る事業

につき労働者を使用していることが明

らかとなった場合は、既に労働者に係

る保険関係成立周が提出されている場

合を除き、特別加入の申請又は特別加

入者の追加に関する上記の 3の（4）の

の委託（法第33条第1号）

特別加入をすることができる中小事業

主は、事務組合に対し主~$民主季五議の処

理を委託する者に限られる。

(2）加入申請（法第31条、貝lj第46条の19、告

示様式第34号の 7)

イ（略）

ロ 同ーの中小事業主が 2以上の事業に

ついてそれぞれ保険加入をし、事務組

合にZi_主IJt民主主主の処理を委託してい

るときは、当該事業主及びその事業に

従事する者は、 1の事業のみについて

特別加入することができるのはいうま

でもないが、 2以上の事業について重

ねて特別加入をすることも妨げない。

ハ（略）

(3）～（4) （略）

4 （略）

5 特定作業従事者及び海外派遣者の特別加

入手続

特定作業従事者及び海外派遣者の加入手

続は、次のことを除いて、一人親方等の手続

と同十主である。

(1) （略）

(2）指定農業機械作業従事者

イ（略）

ロ 労働者に係る保険関係成立手続の確

保

特別加入申請書旦監に記載される特

別加入予定者が、当該特別加入に係る

事業につき労働者を使用していること

が明らかとなった場合は、既に労働者

に係る保険関係成立届が提出されてい

る場合を除き、特別加入の申請Xは特

別加入者の追加に関する上記の 3の



ハと同時に労働者に係る保険関係成立

届を提出させることとし、提出がなさ

れない場合は特別加入の法認又は上記

の 3の（4）のハに基づく承認内容変更

決定を行わないこと。

(3）～（8) （略）

6 特別加入承認の基準

(1）中小事業主等の場合

I h小事業主等については、当該事業の

2JJ'lil：（世主受賞が事務組合に委託されるこ

とのほか、特別加入の承認について特段

の制約はないが、当該事業を労働者を使

用しないで行うことを常態とする事業主

及びその事業に従事する者については、

制度の趣旨及び法第33条第3号との関連

からいって、加入を認めないとととする

（前記 2(1）イ（ロ）参照）。

(2) 人親方等及び特定作業従事者の場合

一人親方等及び特定作業従事者の特別

加入の承認は、次のすべての基準に適合

する場合に行う。

イ 加入申請者たる団体は、一人親方そ

の他の自営業者又は特定作業従事者の

相当数を構成員とするものであること

（連合同体は、これに該当しないc ）。

これに一応該当するものとしては、例

えば、全国個人タクシ一連合会加盟の

単位団体、従来から擬制加入を認めて

きた建設の事業の一人親方団体、漁業

協同組合、農業協同組合等が考えられ

る。なお、職場適応訓練生の回体につ

いては、月rj途通達する（1111 frr H午12月

2611付け基災予告第三日号参照ρ ）ロ

ロ（略）

ハ 当該団体の準業内容が労働保i検事務

(4）のハと同時に労働者に係る保険関

係成立届を提出させることとし、提出

がなされない場合は特別加入の求認又

は上記の 3の（4）のハに某づく承認内

容変吏決定を行わないこと。

(3）～（8) （略） I 

6 特別加入本認の基準

( 1）中小事業主等の場合

中小事業主等については、当該事業の

12盟主土佐聖法が事務組合lこ委託されるこ

とのほか、特別加入の承認、について特段

の制約はないが、当該事業を労働者を使

用しないで行うことを常態とする事業主

及びその事業に従事する者については、

制度の趣旨及び法第33条第3号との関連

からいって、加入を認めないとととする

（前記2(1）イ（ロ）参照）。

(2) 人親方等及び特定作業従事者の場合

一人税方等及び特定作業従事者の特別

加入の承認、は、次のすべての基準に適合

する場合に行う。

イ 加入申請者たる団体は、一人親方そ

の他の自営業者又は特定作業従事者の

相当数を構成員とするものであること

(i車合団体は、これに該当しない。）。

これに一応該当するものとしては、例

えば、全国個人タクシ一連合会加盟の

単位団体、従来から擬制加入を認めて

きた建設の事業の 人親方団体、漁業

協同組合、農業協同組合等が考えられ

る。なお、職場適応訓練生の団体につ

いては、別途通達する。

口（略）

ハ 当該凶休の事業内容が労災保険事i防



の処浬を可能とするものであること。

ニ 当該団体の事務体制、財務内容等か

らみて、主盟血塗主J設を確実に処王塑す

る能力があると認められること。

ホ 当該団体の地区が、その主たる事務

所の所在地を中心として労働保険の保

険料の徴収等に関する法律施行規則

L附干1147年労働省令第 8号t 以T r1敬

広国」よリニ之ιよー第6条第 2項第4号

に定める区域に相当する区域をこえな

し、ものであること。

へ（略）

ト ー人親ノら今その他の自営業者の団体及

び特定作業従事者の団体が定めるべき

業務災害の防止に関する措置について

は、次のとおり取り扱うとと。

（イ）自動車を使用して行う旅客又は貨

物の運送の事業にあっては、道路交

通法」盟想主主迂ilJ'lBJ（）豆丘L、道路

運送法 (f府和26年法律主主18］＿主L、道

路運送車車両法（昭和￥6年法律第18'5

支L等により安全に関する規制が行

われているので、業務災害の防止に

関するJ昔霞の内容を記載した書類の

添付は原動機付自転車を使用するバ

イク便事業者がいない団体に限り、

必ずしも必要でない。

（ロ）（略）

（ハ）建設の事業及び特定作業従事者の

作業については、別途通達すると

ころによること斗盟到波主ぷ旦斗

日付け本災発計l20日夜f!札）

チリ格）

7 （略）

8 （目許）

の処理を可能とするものであること。

ニ 当該国体の事務体制、財務内容等か

らみて、主益虫堕亙並を確実に処理す

る能力があると認められること。

ホ 当該河体の地区が、その主たる事務

所の所在地を中心として労働保険の保

険料の徴収等に関する法律施行規則第

6条第2項第4号に定める医域に相当

する区域をこえないものであること。

へ（略）

ト 人親みその他の自営業者の団体及

び特定作業従事者の団体が定めるべき

業務災害の防止に関する措置について

は、次のとおり取り級うこと。

（イ）自動車を使用して行う旅客又は貨

物の運送の事業にあっては、道路交

通法、道路運送法、道路運送車輔法

等により安全に関する規制が行われ

ているので、業務災害の防止に関す

る措置の内容を記載した書類の添付

は原動機付白転車を使用するバイク

便事業者がいない団体に限り、必ず

しも必要でない。

（ロ）（略）

（ハ）建設の事業及び特定作業従事者の

作業については、別途通達寸ると

ころlこよること。

チ（略）

7 （略）

8 （路）



9 業務上外の認定（法第37条、買lj第46条の26)

特別加入者の業務又は作業（職場適応訓練

作業を除く。）の内容は、労働者の場合と異“

なり、労働契約に基づく他人の指揮命令によ

り他律的に決まるものではなく、当人白身の

判断によっていわば主観的に決まる場合が

多いから、その業務又は作業の範囲を確定す

ることが通常困難である。このととは、法第

33条第 1号及び策3号該当者において特に

著しい。

このため、特別加入者の業務災害について

は、一般的な基準の設定が本省局長に委任さ

れたのであり、特別加入者についての業務上

外の認定は、加入申請書記載の業務又は作業

の内容を基礎とし、本省局長作成の基準に従

って行うこととなる。この基準については、

別途通達する（！！日和4昨 12J!6 FH、i1 r法発幼

些包」皇室民斗 L。

10 （略）

11 0各）

12 （略）

13 保険料

( 1）保険料率

イ～ロ（略）

ハ 一人親方等及び特定作業従事者につ

いては、 人親方その他の自営業者及

び特定作業従事者の同体ごとに盤区別

立山日国：：n判別加入保険半控室ょ

に定める保険料率が適用される（盤E

l.illi'll担金）。

(2) (I略）

(3) （略）

日 業務上外の認定（法第37条、員lj第46条の26)

特別加入者の業務又は作業（職場適応訓練

作業を除く。）の内容は、労働者の場合と異

なり、労働契約に基づく他人の指棟命令によ

り他律的に決まるものではなく、当人自身の

判断によっていわば主観的に決まる場合が

多し、から、その業務又は作業の範囲を確定す

ることが通常困難である。このことは、法第

33条第1号及び第3号該当者におい亡特に

著しい。

このため、特別加入者の業務災害について

は、一般的な基準の設定が本省局長に委任さ

れたのであり、特別加入者についての業務と

外の認定は、加入申請書記載の業務又は作業

の内容を基縫とし、本省局長作成の基準に従

って行うこととなる。との基準については、

別途通達する。

10 （略）

11 (I略）

12 （略）

13 保険料

(1）保険料率

イ～ロ （目的

ハ ー人親方等及び特定作業従事者につ

いては、 人親方その他の自常業者及

び特定作業従事者の団体ごとに則別表

追認盟国M叫支進出射上弘よlこ定め

る保険料事が適用される（旦盟坐立rJ1

2'5）ロ

(2) （略）

(3) （略）



別添 労働者災害被償保険審議会の答申 引l添 労働者災害補償保険審議会の答申

（略） （略）

月IJ添 1 特様式第 1号 （略） 別添 1 特様式第 1ちゃ （略）

日IJ添 2 特様式第3号 （略） 別添2 特儀式第3号 （絡）

)jlj添 3 特様式第 1号の2 （略） 別添3 特様式第1号の2 （略）

別添4 特様式第3号の2 （略） 別添4 特様式第3号の 2 （略）

別添5 特様式第4号 （略） 日IJ添 5 特様式第4号 （略）

0 平成 26年 3月初日付け基発 0326第 1号「労災保険特別加入関係事務取扱手引についてJ

改正後

I 労災保険特別加入制度の基本等

第 1～第z （略）

第 3 特別加入者の範囲

z 人親方等

( 1）～（ 4) （略）

(5) 医薬品の配置販売の事業（労災目lj第 46

条の 17第 5号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関寸る法律（昭和 35年法

律第 145号）第 30条の許可を受けて行う阪

薬品の配置販売業を行う者が該当する。

(6）～（7) （略）

3 特定作業従事者

(1) （略）

(2) 指定農業機械作業従事者（労災員lj第 46

条の 18第 1号ロ）

農業における土地の耕作若しくは開墾又

は植物の栽培若しくは採取の作業であっ

て、厚生労働大臣が定める次の種類の機械

(S40. 10. 30労働省告示第46号）を使用す

る作業に従事する者（以下「指定農業機械

作業従事者」とし寸。）をし寸。

現行

I 労災保険特別加入制度の基本等

第 1～第z （略）

第3 特別加入者の範期

z 一人親方等

(1)～（ 4) （略）

(5) 医薬品の配置販売の事業（労災則第 46

条の 17第5号）

裟主法 (I昭和 35年法律第 145号）第 30

条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業

を行う者が該当する。

(6）～（7) （略）

3 特定作業従事者

(1) （略）

(2) 指定農業機械作業従事者（労災則第 46

条の 18第 1号口）

農業における土地の耕作若しくは開墾又

は値物の栽培若しくは採取の作業であっ

て、厚生労働大臣が定める次の種類の機械

(S40. 10. 30労働省告示第 46号）を使用す

る作業に従事する者（以下「指定農業機械

作業従事者j という。）をいう。



範囲は、

なお、指定農業機械を使用する農作業の

土地の耕作若しくは開懇又は櫛物

の栽惰若しくは採取の作業に限られ、養蚕、

ア～ウ （略）

養高等の作業を含まない。

<IJLえ昭三＇＂－ L
(3）～（7) （略）

4 （目各）

第4～第9 （略）

II ）
 

合々間（
 

III 局における事務処理

第 1 （目各）

中小事業主等に係る審査第2

中小事業主等の特別加入の申請につい

ては、事業主が、所轄局長に対して所定事

項を記載した「特別加入申請書（中小事業

主等）J （告示様式第 34号の 7) を所轄署

長を経由して提出するので、局において

は、次の事項について審査を行った上、承

認又は不承認を決定すること。

なお、申請書の「業務の内容j欄につい

ては、中小事業主及びその事業に従事する

者各人の業務の範囲を明確にし、業務上外

の認定の適正を期するため、業務の具体的

1 it認に係る穏意事項

内容の明記を求めること。

中小事業主等の特別加入者の承認に当

(1）～（2) （略）

たつでは、次の事項に留意すること。

当該事業について労災保険に係る保(3) 

なお、指定農業機械を使用する農作業の

範囲は、土地の耕作若しくは開墾又は植物

の栽培者しくは採取の作業に限られ、養蚕、

養畜等の作業を合まない。

ア～ウ （略）

（新設）

(3）～（7) （略）

4 （略）

第4～第9 （略）

II （略）

III 局における事務処理

ー

よ

り

ム

世
田
畑
仕
第

（略）

中小事業主等に係る審査

中小事業主等の特別加入の申請につい

ては、事業主が、所轄局長に対して所定事

項を記載した「特別加入申請書（中小事業

主等）J （告示様式第 34号の 7) を所轄署

長を経由して提出するので、局において

は、次の事項について審査を行った上、承

認又は不承認を決定すること。

なお、申請書の「業務の内容j欄につい

ては、中小事業主及びその事業に従事する

者各人の業務の範囲を明確にし、業務上外

の認定の適正を期するため、業務の具体的

内容の明記を求めること。

1 承認に係る留意事項

中小事業主等の特別加入者の承認に当

たっては、次の事項に留意すること。

(1)～（2) 

(3) 

（略）

当該事業について労災保険に係る保



険関係が成立していること

労災保険に係る保険関係は労働者を

使用することにより当然に成立するが、

当該事業について徴収法第4条の 2に

基づく保険関係の成立の届出が行われ

ていることを要する。

ア（略）

イ 数次の請負による建設の事業の下請

け事業を行う事業主（ウを除く。）

（ア）（略）

（イ） （了）の事業について成立した保険

関係に基づき特別加入をした事業主

は、その行う事業が、元誇事業であ

ると下請事業であるとを問わず、ま

た、一括有期事業の基準以上の事業

を行った場合についても、すべての

の事業について成立している保険関

係に基づく特別加入者として取り扱

つ。

ウ～エ（略）

(4）～（5) （略）

2～3 （略）

第 3 （略）

第4 特定作業従事者に係る審査

l （略）

2 特定農作業従事者

特定農作業従事者に係る特別加入団体及

び特別加入者の本認に当たっては、次の事項

に留意すること。

( 1) 団体の求認に係る留意事項

特別加入に際して、特定農作業従事者

の特別加入団体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容

険関係が成立していること

労災保険に係る保険関係は労働者を

使用することにより当然に成立するが、

当該事業について徴収法第4条の 2に

基づく保険関係の成立の届出が行われ

ていることを要する。

ア（略）

イ 数次の請負による建設の事業の下請

け事業を行う事業主（ウを徐く。）

(7) （略）

（イ） （了）の事業について成立した保険

関係に基づき特別加入をした事業主

は、その行う事業が、元請事業であ

ると下請事業であるとを関わず、ま

た、一括有期事業の基準以上の事業

を行った場合及び労働者に係る保険

盟箆必成立しない事務所、作業場等

において行われる業務についても、

すべて（7)の事業について成立して

いる保険関係に基づく特別加入者と

して取り扱う。

ウ～エ（略）

(4）～（5) （賂）

2～3 （略）

第 3 （略）

第4 特定作業従事者に係る審査

1 （略）

2 特定農作業従事者

特定農作業従事者に係る特別加入団体及

び特別加入者の承認に当たっては、次の事（頁

に潔意すること。

(1) 団体の承認に係る留意事項

特別加入に際して、特定農作業従事者

の特別加入団体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容



については「業務災害防止規則例J

(H3. 4. 12基発第259号別紙2）に定めるも

のと実質的に同じ内容を求め、これを申

請書に添付させること。

なお、！日'i'tv；翼；航徒機であって構造上人

以玄.I]~よさL三三とら斗＇ b£2副主｝止土ゑ企

業！JI主慈、 JL!';IL様子:f¥＂しくは級官斉 ＇L也

監五三盆盟主］；＿用いるものに限る.）に従

J喪主えをだ償l主邑エ企ム且生ι之とこζ

i主」0,;Ji;_J:UJL埋主i_~ ＇lj藤正茎羊主支え江主

人ヘリコプタ一平lj用技術十台潜治安I:('ffl，え

L~仁土」i.l?XU土u 立主主蚕第 1974 号11'1.IB;_鼠

主＠jゑJ亘知lL＿：主；i：生守する 8の記載が必it

オL：まなごらなし、ことれ

(2) ア （開洛）

イ事業場の単位

事業場については、 1農家単位を基

本とする。ただし、農家の集団が共同

で作業を行う場合（いわゆる地域営農

集団（以下 I営農集団」としづ。）又は

農事組合法人をいう。）は、事業場の規

模を判断するに当たり、当該集団を 1

つの事業場として取り扱う。したがっ

て、個々の農家の規模が小さくても、

営農集団又は農事組合法人において経

営耕地面積2ヘクターノレ以上又は農業

生産物総販売額300万円以上であれば、

各構成農家につき特別加入のための規

模要件を満たすものとして取り扱う。

なお、常農集聞であるか密かの判断

は、

① 代表者及び十時成員の定めがあり、

定款や規約等が整備されてし、ること

② 共同作業の方法その他の集団内の

作業に関する定めがあること

については「業務災害防止規則例」

(H3. 4. 12蒸発第259号別紙2）に定めるも

のと実質的に同じ内容を求め、これを申

請書に添付させるとと。

(2）ア（略）

イ事業場の単位

事業場については、 1農家単位を基

本とする。ただし、農家の集団が共同

で作業を行う場合（し、わゆる地峡常農

集団（以下「常農集団j という。）又は

農事組合法人をし寸。）は、事業場の規

模を判断するに当たり、当該集団を 1

つの事業場として取り扱う。したがっ

て、個々の農家の規模が小さくても、

営農集団又は農事組合法人において経

営耕地面積2ヘクターノレ以上又は農業

生産物総販売額300万円以kであれば、

各構成農家につき特別加入のための規

模要件を満たすものとして取り般う。

なお、営農集団守あるか否かの判断

は

① 代表者及び構成員の定めがあり、

定款や規約等が整備されていること

② 共同作業の方法その他の集団内の

作業に隠する定めがあること



によるよt~，＿

ウ（略）

(3) 申請書に添付する資料

承認、要件を確認するため、申請書には次

の資料の添付を求めること。

ア 年間農業生産物総販売額又は経営耕地

面積の証明書

年間農業生産物総販売額又は経営耕地

面積の証明書を申請書に添付させるこ

とロただし、農事組合法人の構成員とし

て申出があった場合は、イに定める書類

の提出で足りるものとする。

年間農業生産物総販売額の証明書ょとし

ては、農協に販売した場合には農協の証

明書（H3.4. 12基発第 259i告別紙3）、市場

に売却した場介には市場の証明書

(H3. 4. 12基発第259号別紙4）を添付する

ものとするが、税務署に提出した所得税

青色申告決算書（農業所得用）の控え（税

務署の受領印のあるものに限る。）の写し

による必ι .f!J:'jli集問；（店主）につι、エ
邑~直立阜の己要仰が整備されてい

ゑム2よムミlfL".L:I敬之；ζ主主主主主

し、「

(l羽 生産集団とは水回農業隆主亙；笈

ミ是正思遡辺白IL..li'.L今三lL~IJ..11必L堅

選議笈」足立丑農林水産事務次官治l可思

j本日参考 1) jjiJlfl~ lの；r;2の3に基づ〈

ぶ里担品工法盟主Ji»~ff良（血血」ムミE

三丘三日一日i紅土日後宣ぷ者l1821号農林；J¥

長笠長玄関芸局長J量産百IJ添。参考 2)WI 

盤MliiI:J.Jl日箆旦主位霊i世出3

i1ま!llL°iif二よ忠之比玄丘以以l).. （亘11§宝

生riff単位7守成加算；）；えは（3)（生単組織力日

笠己ミネE亙ftJ主批たすものい、う r

盟主J斗主主主笠§22控室Jl

ウ（略）

(3) 申請書に添付する資料

承認要件を確認するため、申請書には次

の資料の添付を求めること。

ア 年間農業生産物総販売額又は経営耕地

面積の証明書；

年間農業生康物総販売額又は経営耕地

面積の証明書を申請書に添付させるこ

と。ただし、 」Af~ 「生産集団｜又は

農事組合法人の構成員として申出があっ

た場合は、イに定める書類の提出で足り

るものとする。

年間農業生産物総販売額の証明書とし

ては、農協に販売した場合には農協の註

明書（H3.4. 12基発第 259号別紙3）、市場

に売却した場合には市場の証明書

(H3. 4. 12基発第259号別紙4）を添付する

ものとするが、税務署に提出した所得税

青色申告決算書（農業所得用）の控え（税



その他年間農業生産物総販売額を証明で 務署の受領印のあるものに限る。）の写し

きる書類の添付でも差し支えない。 その他年間農業生産物総販売額を証明で

経営耕地面積の証明は、市町村の農業 きる書類の添付でも差し支えない。

委員会の証明書（H3.4. 12基発第 259号日rj 経営耕地面積の証明は、市町村の農業

紙 5）によるものとする。 委員会の証明書（H3.4. 12基発第 259号別

紙 5）によるものとする。

イ 営農集団等としての註明 イ 営農集団等としての証明

特別加入者のうち（2）イの営農集団の 特別加入者のうち（2）イの営農集伺の

構成員として申出があった場合について 構成員として中出があった場合について

は、（2）イの①及び②の定款・規約及び共 l土、 c'3lf幻t'uE出ム者;i:' ( 2）イ台工主主主

同作業等の定めを記載した書面並びに当 間」の構成員である場介には市町村長（特

該常農集団の構成員名簿を提出させるこ 立医 c'.JE と之を P~t；＇。以と同じ j主~［1乙店主

と。 ゑー←践11];,¥lF】（ぷIll段菜鐙主主児玉；生長銀

農事組合法人の構成員として申出があ 日l)ti＇〔係式；x:,17弓υ 参考 2）の写しゃ十足山

った場合は、農事組合法人登記簿の謄本 ぷJー..•iーの（tlJ,i三っし、ては（2）イの①及び

及び当該申出をした者が当該農事組合法 ②の定款・規約及び共同作業等の定めを

人の組合員であることを証明する書面を 記載した書面並びに当該営農集団！の病成

提出させること。 員名簿を提出させること。

農事組合法人の構成員として申出があ

った場合は、農事組合法人主主記簿の謄本

及び当該申出をした者が当該農事組合法

人の組合員であることを証明する書面を

t是出させること。

3 指定農業機械作業従事者 3 指定農業機械作業従事者

指定農業機械作業従事者に係る特別加入 指定農業機械作業従事者に係る特別加入

団体及び特別加入者の承認、に当たっては、次 団体及び特別加入者の承認に当たっては、次

の事項に留痘：すること。 の事項に留意すること。

(1) 団体の承認に係る留意事項 ( 1) 団体の承認に係る留意事項

特別加入に際して、特定農作業従事者 特別加入に際して、特定農作業従事者

の特別加入団体に対し、あらかじめ災害 の特別加入団体に対し、あらかじめ災害

防止規程を定めさせること。なお、内容 防止規程を定めさせること。なお、内容

については「業務災害防止規則例」に定 については I業務災害防止規則例」に定

めるものと実質的に同じ内容を求め、こ めるものと実質的に同じ内容を求め、と

れを申請書に添付させること。 れを申請書に添付させること。

また、 jgji恥翼航－；；~j機であって構造上人 （新設）



ど交互Lこよ三~：.＿（＇一三主主v_'_'b のを使用する作

業（農業、日肥料、種子若しくは融雪印iの

盟主.＇.ftLRJ＂主量貫主ιfljl_：三LM~J三庇ふよJ;j主

主ヨニ§j主／；~登躍を二位三占阻止斗こエ

は、災害防止規採iこ！日空作業従事者が「無

へ1L三三ノゲー利用ttH指導11旨主むLH:直

子f1 lj 22日付け 3農m'ffi1974 r;r,聖堂骨院！

を遵守する旨の記載がなけj＇（：局長通知）

111主全£2!主ヒよよι

(2) （時）(2) （略）

(I略）

（略）

4～10 

第 5～第8

（略）

（賂）

4～10 

第 5～第B

保険給付に係る事務処理N 保険給付に係る事務処理N 

業務遂行性第 1業務遂行性第 1

業務遂行性1 業務遂行性1 

（時））
 

l
 

（
 

（略））
 

l
 

（
 

(2) 一人親方等(2）一人親方等

一人親方等の業務遂行性が認められる→人親方等の業務遂行性が認、められる

範囲は、事業の区分に応じて定めており、範囲は、事業の区分に応じて定めており、

その内容は次のとおりである。その内家は次のとおりである。

ア～エ（略）ア～エ（略）

医薬品の配置販売の事業を行う者及オ医薬品の再己最販売の事業を行う者及オ

びその事業に従事する者びその事業に従事する者

当該令人親Ji等の業務遂行性は、住民当該一人親方等の業務遂行性は、住居

を出た後の最初の用務先からその日の最を出た後の最初の用務先からその日の最

後の用務先までの聞において行う医薬品後の用務先までの間において行う I央薬品

の配置販売業務（医薬品の仕入れを含む。の配置販売業務（医薬品の仕入れを含む。

以下同じ。）及びこれに直接附帯する行為以下同じ。）及びこれに直接附帯する行為

校びに医薬品の配置販売業務を行うため並びに医薬品の配置販売業務を行うため

に出張する場合（住居以外の施設におけ

る宿泊を伴う場合に限る。）について認め

に出張する場合（住居以外の施設におけ

る宿泊を伴う場合に限る。）について認め

る。る。

この場合の医薬品の配置販売ただし、

業務は薬事J去（昭和 35年法律第 145号）

この場合の医薬品の配置販売

医療機器等の品質、千j効業務は反事：品、

ただ、し、



生ぷ立玄一社主（~~iil!JJち佐世斗担ヰゑi主主主（昭

和 35年法律第 145号）第 32条及び同法

施行規則！（昭和 36年厚生省令第 l号）第

150条の規定により都道府県知事に届け

出た配置販売に従事する区域及び期間内

において行うものでなければならない。

(S51. 9. 29基発第 697号）

カ～キ（略）

(3）～（4) （略）

2 （目許）

第2～第一4 （略）

v （略）

第 32条及び同法施行規則!J （昭和 36年厚

生省令第 1号）第 150条の規定により都

道府県知事に届け出た配置販売に従事す

る区域及び期間内において行うものでな

ければならない。（S5l.9.29基発第697号）

カ～キ（略）

(3）～（4) （略）

2 （略）

第2～第4 （略）

v （略）


